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総 務 建 設 常 任 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２６年 １月１７日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ２時１８分 閉会 

                     場 所   南あわじ市議会委員会室 

 

１.出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（９名） 

    委 員 長    蛭  子  智  彦 

    副 委 員 長    長  船  吉  博 

    委 員    廣  内  孝  次 

    委 員    森  上  祐  治 

    委 員    砂  田  杲  洋 

    委 員    北  村  利  夫 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    中  村  三 千 雄 

    委 員    熊  田     司 

    議 長    小  島     一 

 

  欠席委員（なし） 

 

  事務局出席職員職氏名 

    局 長    高  川  欣  士 

    課 長    垣     光  弘 

    書 記    船  本  有  美 

    書 記    川  添  卓  也 

 

  説明のために出席した者の職氏名 

    市 長    中  田  勝  久 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    市 長 公 室 長    土 井 本     環 

   総 務 部 長 兼 選 挙 入  谷  修  司 
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   管 理 委 員 会 書 記 長 

    財 務 部 長    細  川  貴  弘 

    市 民 生 活 部 長    小  坂  利  夫 

    健 康 福 祉 部 長    藤  本  政  春 

    産 業 振 興 部 長    岸  上  敏  之 

   鳴門の渦潮世界遺産登 

   録 推 進 室 長 
興  津  良  祐 

    農 業 振 興 部 長    神  田  拓  治 

    都 市 整 備 部 長    山  崎  昌  広 

    下 水 道 部 長    原  口  幸  夫 

    教 育 部 長    太  田  孝  次 

   市長公室次長兼新庁舎 

   建 設 推 進 事 務 局 長 
橋  本  浩  嗣 

    財務部次長兼財政課長    神  代  充  広 

    会計管理者次長兼会計課長    馬  部  総 一 郎 

   次長兼監査委員・固定資産 

   評価審査委員会事務局 
大  瀬     久 

    市 長 公 室 課 長    喜  田  憲  和 

    総 務 部 総 務 課 長    佃     信  夫 

    防 災 課 長    藤  本  和  宏 

    情 報 課 長    富  永  文  博 

    管 財 課 長    堤     省  司 
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Ⅱ.会議に付した事件 

 

 １．所管事務調査について････････････････････････････････････････････････････ ４ 

  （１） 市の総合的企画、調整について 

  （２） 行財政計画について 

  （３） 市有財産の維持管理と財源の確保について 

  （４） 消防・防災対策の推進について 

  （５） 情報化の推進について 

  （６） 離島振興対策について 

  （７） 国際交流及び友好市町の調査について 

  （８） 都市整備事業の推進について 

  （９） 下水道事業の推進について 

  （10） 選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会に関すること 

 ２．重点調査････････････････････････････････････････････････････････････････５６ 

    新庁舎の進捗状況について 

 ３．閉会中の調査事項の進め方について････････････････････････････････････････６０ 

 

Ⅲ.会議録 
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総務建設常任委員会       平成２６年 １月１７日（金） 

                （開会 午前１０時００分） 

                （閉会 午後 ２時１８分） 

 

○蛭子智彦委員長   おはようございます。また、改めて、あけましておめでとうござい

ます。 

  本日は、１月１７日ということで、阪神・淡路大震災の１９周年、偶然といいますか、

こういう日に委員会を開催する、防災についても我々の所管事務調査事項の中にも入って

おります。 

  きょうは厳粛な思いで委員会審査、進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

  市長、御挨拶を。 

 

○市長（中田勝久）   改めまして、あけましておめでとうございます。また、本年もど

うぞよろしくお願いを申し上げます。 

  きょうは、総務建設常任委員会、今も委員長からお話ありましたとおり、きょう、ちょ

うど１９年の阪神・淡路大震災の追悼式がございます。私もこの後、すぐ出ないと間に合

いませんので中座させていただきますが、やはり、私が思う一番の心配事、きょうもいろ

いろと防災の関係等の調査もあるようでございますが、何とかそういう以前のような心配

のない、万一、問題として予想外のことがありましても、少しでも減災ができるよう、今、

福良の湾港、それから阿万の防潮堤のかさ上げ、沼島に対しての防災、ある程度具体的に

話がなってきております。できるだけ早く、その対応ができるよう、私自身も努力をして

まいりたいと思います。また、委員の先生方の御意見も十分拝聴しながら進めてまいりた

いと思います。 

  大変勝手ですが、中座させていただきます。 

 

○蛭子智彦委員長   それでは、委員会審査に入る前にお諮りをしたいことがございます。 

  本日は先ほど申し上げましたように、阪神・淡路大震災の震災当日ということでござい

ます。黙祷をもってこの日を迎えたい。また、審査の始まりにしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   それでは、御起立をお願いいたします。 

  黙祷始め。 
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（黙祷） 

 

○蛭子智彦委員長   ありがとうございました。 

  それでは、ただいまから、閉会中の継続調査として申し出をしております所管事務調査

１０件について一括して調査したいと思います。 

  なお、本日につきましては、所管事務調査の中で、庁舎跡地、新庁舎建設工事の土壌搬

出問題について、後ほど重点的な調査をさせていただきたいと思います。 

  これに御異議ございませんでしょうか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   それでは、異議ございませんので、１０件一括して調査をいたしま

す。 

  それでは、所管事務調査全般について質疑、よろしくお願いいたします。 

  森上委員。 

 

○森上祐治委員   昨年末に、南海トラフ巨大地震津波浸水想定図（阪神淡路地域）の作

成についてという資料をいただきました。 

  きょうも出していただいております。私もこれを一応読んでて、わかるところと、また

わかりにくいところもあったんですけども、まず、この県の発表について、規模であると

か、被害想定であるとか、南あわじ市に限って、これまでかつての発表されていた発表と、

どこが違うんかということをまず簡潔にお教えいただきたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   想定等につきまして、国の想定との相違点につきましては、

県独自の部分を入れてになるんですけれど、県につきましては、県、市町の保有する最新

の防潮堤等の構造物の位置、高さの反映が国とは違ってされていると。 

  それと、あと、河口幅が３０メートル未満の２級河川について反映しています。 

  それから、もう１点、地震動による防潮堤等の沈下の反映をしていると、この三つにつ

いて県独自のデータを入れてしておるのが主なところです。 

 

○蛭子智彦委員長   森上委員。 
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○森上祐治委員   主なところですと言うけども、今までと具体的に、南あわじ市の場合、

例えば私は阿万の住民なんですが、阿万のこれまでの被害想定と今回のはどこが違うんか

と、何かその辺のデータはこれでは出てないんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   これにつきまして、今、配付させていただいております地図

の部分での公表になっておりまして、あと詳細について個々、阿万についてこういう形で

すというようなデータまでがまだこちらのほうに入ってきておりません。 

  それで、全体の中で浸水域については沈下の部分を見た中で浸水域を想定しております

ので、浸水域については全体として、約３倍の面積が国のレベルよりはふえております。 

  そういうような中で、全体の中のデータしかちょっとまだこちらのほうへ入ってきてな

いというところで、個々については、図面上見る限りの中で少し浸水域がふえてきている

という部分の感じで見ております。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   我々議会としても昨年まで、津波防災の特別委員会ございまして、い

ろいろ我々研究もしてきてるんですけども、その中で、どの辺で出てきた御意見か、具体

的には覚えてないんですが、例えば、国が想定している、今、情報を内々聞いてみると、

例えば阿万あたりでも従来、いわゆる本庄川遡上する量でも、前、発表しておったよりも

ちょっと少ないんではないかとか、いろいろな情報が聞こえてきてました。 

  その辺について、今、具体的にわからないということなんですけども、一方では、防災

課長のほうは、私も具体的に、いつ南あわじ市の地域防災計画の改定をしていくんかと、

県の発表があってからやというような話もございました。 

  県が発表されました。それについて、南あわじ市の地域防災計画の見直しも進められて

ると思うんですけども、その辺の日程はどうなってるんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   今後の予定といたしまして、１２月２４日に新聞発表があり

まして、その後、１月にはデータがいただけるものという予定をしておったんですけど、

確認をしたところ、データ的なものについては、今、現状では３月の中旬ごろをめどとい

うことになっております。 
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  ですから、それも急いでもらいたいという部分と、あと、それ以外の中で現状、津波に

ついてはデータがあればスムーズな形で移行できるかなと思うんですが、それ以外の高潮

なり、洪水なりの部分については、現在、データをいただいた中でちょっと今進めており

ます。 

  それで、あと津波につきましては、そういうような状況の中で、どうしても平成２６年

度のほうへ入っていかざるを得ないのかなというように見ながら、日程を考えております。 

  それとあわせまして、地域防災計画につきましても、順次、見直しの中を吟味はしてる

んですが、災害対策法の出たものについて、県のほうの地域防災計画については、去年の

部分については平成２６年度のほうに反映されてくるというような部分もございますので、

どうしてもタイムスケジュール的には平成２６年度へ入っていかないことには最終のもの

にはならないのかなというふうに考えております。 

 

○蛭子智彦委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   きょうは阪神・淡路大震災発生から１９年、まる１９年。それから、

東日本大震災３・１１からもまる３年目が近づいてきよんですけども、それだけ期間がた

ってるにもかかわらず、一番、兵庫県下でも危険度の高いといわれる南あわじ市の地域防

災計画に、まだ県が出てこないと何も動けないというような、何回か課長の答弁をお聞き

してるんですけども、その辺、何とかならんものかと思うんですが。 

  １２月議会の一般質問でも、同僚議員がこういう、今の厳しい事態を想定して、県のよ

うに防災監なんかを置いたらどないかというような御意見とか、いわゆる総務部の中での

防災課、今の機構のままでええんか、もっと拡充していく必要があるんではないかという

ような質問もあったんですが、その辺は、何か予算編成期というような、来年度予算でま

だそういう具体的な計画がないというのは、平成２６年度に反映されることはまず難しい

んではないかと思うんですが、その辺どうなんですか、課長。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   防災監等につきましては、さきの議会のほうでも部長のほう

から答弁ございましたように、組織再編というのが新庁舎へ向けてございます。 

  その中での協議になってくるかなというふうに思っております。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 
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○総務部長（入谷修司）   済みません、きょうお手元に資料配らせていただいておりま

す。 

  前回、１２月議会のときにもちょうど発表直後に各議員さんにもお配りした資料と、最

後のほうはちょっと具体的な課長の福良、阿万、三原川河口の浸水域が、これはなかった

んですが、これつけております。 

  森上委員からそういう質問もあったわけでございますが、防災課長にこれについての説

明をということできょう求めていただいておりますので、できましたら、そういった質疑

があるんであれば、さきに説明させていただくほうがいろいろとスムーズにいくと思うん

ですけども、それでやっていただければと思うんですが。 

 

○蛭子智彦委員長   さきに説明をいただけますか。 

  防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   それでは、同じような話になるんですが、記者発表の中で、

県のほうの発表内容について、これに基づいて御説明をさせていただきます。 

  先ほども申しました３点につきましては、国との違い、県の独自の部分について反映し

てるということでの報告でありました。 

  それと、ケース１、ケース２という形で２段階の想定をしております。 

  ケース１につきましては、防潮堤等が、津波が越流すると防潮堤が破壊されて機能を失

うということがケース１となっています。ですから、想定外のかなり厳しい条件をつけて

シミュレーションをしております。 

  それから、もう一つケース２につきましては、津波の越流時に防潮堤等の機能が維持さ

れる場合の効果を想定してシミュレーションをされております。ですから、ケース２につ

いては、ハード面の対応で現在していくと。ケース１については逃げるということを基本

として対応を考えていくというような形での発表になっております。 

  それで、あと浸水域、シミュレーションしたときに国と県の発表の中で、浸水域が国の

想定より約３倍、県のほうがケース１、ケース２までふえてきております。 

  それにつきましての説明としましては、国のほうにつきましては、小数点以下が書いて

あるんですが、国については小数点１位を切り上げております。県のほうについては小数

点２位を切り上げておると。そういうことで、４.１であっても、国であれば５メートル

というような形で計算をされております。 

  その中で、あと到着時間の中で、国のほうは一番最短で３９分という形になっておりま

すが、この部分については沼島のほうが対象で、沼島の南側、国のほうは南側を基準にし

て時間設定をしております。それが３９分で、県につきましては沼島漁港を基準にしてい

るので４４分というような形の差が出てきております。 
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  あと、資料の中で、国のほうとの違いについては、地盤沈下というのを見ております。

それにつきましては、資料のほうについては１０項目ほどでさせていただいておりますが、

主に浸水域が拡大したと、図面的に見て松帆のほうついては地盤沈下２メートルという形

になります。 

  それから、特に大きいのが阿万のほうで、２.７メートルなり２.５メートルというよう

な地盤沈下を見ておりますので、それによっての浸水域の拡大というようなところでデー

タが出てきております。 

  以上のような形の中で、国と県の想定の中で条件が違うことによっての差が出てきてる

というような形で、今、県のほうからは公表をいただいております。 

  その以降、今後の形になりましては、県のほうとしましては、５カ年計画の中の、今、

暫定版であるということについて、今後については記者発表のときには平成２５年度中に

ついてある程度の改訂版を出したいと。平成２６年度中について、５カ年計画の確定をし

ていきたいいうような方向が出ております。 

  それ以降、今の状況の中で、これも県のほうになるんですが、福良のほうでは去年から

湾港のほうの協議が進んでおります。 

  それから、阿万のほうにつきましても、河川のほうでその状況の確認の協議会のほうの

立ち上げがちょっと今、進んでいるような状況でございます。 

  発表にあっては以上のような形で発表をいただいております。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   今、詳しくいろいろ資料に基づいて説明していただいたんですけども、

私も頭が悪いんで、やっぱり市民の一人でもありますので、もっとコンパクトにわかりや

すく説明していただきたいなと思っておるんです。 

  これは一応置いといて、次の質問に、同じ震災、防災でよろしいか。 

 

○蛭子智彦委員長   今のところ、他の委員の方、もし何かあれば聞いていただきたいと

思うんですが。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   今、県と国とのそういう想定に差が出てくるという形になってますが、

市としてはどちらを想定してこれから計画を立てていくつもりなのか、その点だけお聞き

したいと思います。 
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○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   ハザードマップについては、ケース１の今、想定の条件のき

ついほうでハザードマップをつくるようなことで進めていきたいと思います。 

  県のほうも、その形で、それを使ってハザードマップ作成をしてほしいということで聞

いておりますんで。 

 

○蛭子智彦委員長   ほかにございませんか。 

  副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   この液状化による沈下量やけども、余り南あわじ市の市民は、液

状化に対してまだまだ認識が非常に浅いと思うんやな。 

  これ、阪神・淡路大震災のとき、特に西宮からずっと長田のほうにかけての沿岸部がす

ごい液状化で、港湾もがたがたになっとったんやけども、そこらをもう少し市民に知らす

べき部分が必要ではないかという考えでおるんやけども、そこら、どういうふうに。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   そこらについては、詳細の、今後、ちょっとまだしてないん

ですが、今後について、今、出てるシミュレーションの中でどうしても確認する項目が今、

副委員長言われたようなとこの項目について、まだ確認を、今後になってきますので、そ

れとシミュレーションの中で浸水域を見てもちょっとおかしい部分があるのかなと思った

りもする部分については、今後、ちょっと確認をしていきたいなというふうに思っており

ます。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   福良みたいに完全に浸かるというふうなところであれば、みんな

警戒しとるんやけども、西淡とかそちらのほう、津波高の低いところにおいては、やはり

陥没とか、いろいろあるんで、そこらの面に対して、住民に対してもう少し啓蒙していく

べきではないかと、僕ら、そない思うとんねんけど、そこら。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 
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○防災課長（藤本和宏）   ・・・。 

 

○蛭子智彦委員長   副市長、答弁していただけますか。 

 

○副市長（川野四朗）   アドバイス・・・。 

 

○蛭子智彦委員長   効率よくやりたいので、不足があれば副市長から言ってもらったほ

うがわかりよいのであれば、副市長のほうから説明いただけたらと思いますが。 

 

○長船吉博副委員長   この沈下量はわかるけども、やっぱり市民にもう少し、僕は啓蒙

していかないかんと言よるだけのこと。 

 

○蛭子智彦委員長   副市長、答えられますか。 

 

○副市長（川野四朗）   液状化による沈下量というものは今まで想定しておったわけじ

ゃないんで、今回、県が国の被害想定を受けて、やはり防波堤を越える場合は、その防波

堤がもう破堤をしたと、もう、ないに等しいという形をとるというような厳しい条件のも

とに計算をしていって、なおかつ、やっぱり液状化で沈下をしてくると。 

  その沈下もあわせて計算をして今回の浸水域をはじき出しておるわけでございますので、

この液状化沈下量、これ、南あわじ市は１０カ所、県が計算をしていただいておりますの

で、一番多いところで阿万の塩屋町、塩屋川の周辺ですけど、２メートル７０センチ液状

化で地盤が下がるということ。一番少ないのは、福良の０.２メートル、２０センチ、こ

のものについては福良の４番ですんで、かるもの周辺についてはそれだけでとどまるだろ

うということでございます。 

  元に戻っていただいて、この沈下量にあわせて、津波の高さが南あわじ市で一番最高の

ところが９.０メートルということを以前は言われておりました。県が暫定的に発表して

おりました２倍想定というもののときは１０.９メートル、それが今回の国及び県の試算

では、津波高が８.１メートルになるということでございます。この８.１メートルを先ほ

どの沈下量も踏まえて計算すると、この一番後ろにある図面のような浸水が予想されると

いうことでございます。 

  特に、福良は今までも５メートル８０センチということから倍というふうな話でありま

したので、大体それに見合うもの、なおかつ沈下量を含めても以前と同等だというように

思われます。 

  それから、阿万については今まで暫定的なもので、掛ける２倍という話になってくると

１１.何メートルかだったんですが、今回、その沈下量も含めて計算をしてみましても、
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５メートル８０センチだったと思います、阿万の津波高は。それを沈下量と合わせてする

と、こういう浸水域になると。 

  特に、今現在５メートル５００センチぐらいの防波堤ですんで、それが沈下すると、そ

こを越流する場合もあり得ると。 

  大半は塩屋川を遡上した津波が、その河川堤防の低いところから低地帯のほうに流れ込

んでくるというのがこれでございまして、特に阿万は今まで小学校が浸かるんではないか

というような危惧もしておったんですが、今回、県のほうが一番厳しい条件を付して計算

したところがこれでございますので、阿万の小学校については引き続き避難所として計画

しても十分だということでございます。 

  それから、湊、松帆のほうにつきましては、防波堤を越えることはないわけなんですが、

河川を遡上してきた津波が堤防を越流して低地帯のところに水が滞留してしまうとはける

ところがないということで、この色のように、一番深いところで２メートルぐらいの浸水

があるだろうというふうに思われます。 

  これについても、先ほどの沈下量も計算してございますので、この２番の湊、三原川１

メートル沈下いたしますので、結果的にはここに書いてありますように、現地盤と比較し

ますと、現地盤よりも１メートル高いところまで浸水がされるということでございますの

で、これをずっと読んでいただければそういうふうなことになりますので、松帆のほうに

ついては堤防を越えて津波がくるということでございませんので、その威力そのものはそ

う大きくないんではないかなというふうに思われます。 

  特に、福良は津波直撃ということでございますので、ここはやっぱり、従前のお話のよ

うに、湾港の防波堤をつくっていただいて威力を半減していただくということが一番いい

ことではないかなと思います。 

  阿万についても、防波堤が沈降しますので、沈みますので、その分のかさ上げについて

は都市整備部から聞きますと来年度ぐらいからは着工できるんじゃないかというふうにお

聞きをしてますので、その対策は十分にとっていただけるんだろうと思っております。 

 

○長船吉博副委員長   啓蒙する質問やって、あれは説明や。 

 

○蛭子智彦委員長   よろしいですか。 

 

○長船吉博副委員長   今のは説明やんかな。 

 

○蛭子智彦委員長   それについてはよろしいですか、質疑なしで。 

  ほかございませんか。 

  森上委員。 



 

－ 13 － 

 

○森上祐治委員   副市長の説明、ようわかったんですが、例えば阿万の場合、県の出さ

れた想定では、その範囲内では阿万小学校は避難所として十分いけると、私も阿万なので

安心したんですがね。 

  ということは、従来、阿万小学校の子供たちは避難場所として育苗センターね、毎回ず

っと避難訓練やってますが、その辺の計画も変更と、例えば校舎の３階に避難するとか、

地震の大きさによって建物が壊れる場合によっても違うと思うんですが、その辺も影響し

てくるということですかね、計画も。 

 

○蛭子智彦委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   当然です。今までは、県が暫定的に出した２倍と、ここにも書

いてあるように県の暫定の高さ書いてありますよね、２ページに。 

  市別の最高津波推移、最短到達時間のところ、県が２倍高と書いてあるのは、これが県

が暫定的にここまで見といたらこれ以上来ることはないでというふうな形で発表した数字

だったんです。 

  南あわじ市見ていただきますと、これが特に阿万であったわけなんですけど、１０.９

メートル、こういうことになってきますと、阿万小学校が浸水域に入ってしまうというこ

とであったんですが、今回、計算してみましたら、阿万については千年に一回の津波高５

メートル８０センチと同等だと、今回計算してみても。幾ら県のほうで条件を厳しくして

やっても津波高５メートル８０センチというふうに出てますので、以前の話と同等になっ

てきますので、ただ沈下量があるので、その沈下量の分だけが以前よりも少し浸水域が広

がってしまうと。 

  それから、その部分で塩屋川を遡上してきたものについて堤防を越流すると、それが浸

水域となるということになるので、特に阿万小学校は避難所として引き続き大丈夫という

位置づけにはなろうかと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   ほか、なければ少しあるんですが。 

  副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   今、説明でおおよそのことはわかったんですが、三原川、倭文川に

ついては越流というのが原因で内水部分へ滞留するという説明であったかと思うんですが、

越流ということになると、やはり堤防を越えるということになると、これは常に堤防破堤
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の原因として言われるのは、越流水が堤防を壊すと。それが決壊になるというふうによく

言われるんですね。 

  すると、この越流というのは簡単には考えられないと、やはり、低地帯にあって堤防が

決壊するということは天井川ですから、それは地震、津波の被害だけではなくて、当然、

洪水にも関連してくる話になるんでないかというふうに見るわけですけども、その点はど

のように考えたらいいんでしょうか。 

 

○長船吉博副委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   私どももそういうことが非常に心配なんです。 

  越流するのはどの場所なのかというところまで県には突き詰めてみたんですけど、まだ

そこまでは計算してないと。コンピューターのシミュレーションでこうなるんですという

話だったんですが、それじゃ駄目だと。やっぱり、どこの堤防が低くて、そこから越流す

るんだと。 

 越流するんだったら、そこをかさ上げするなり、強硬なものにしていただくということを

考えていただかないと対策にならんということは、私も防災監のほうには、お会いしたと

きに申し上げておるわけですので、今後、細かな資料が出てくると、どの場所から越流す

るかいうのも出てくると思います。そのときには、やっぱり県のほうにも求めていきたい

と、そういうところについては補修するなり、改築するなりしていただきたいということ

は要望していきたいなと思ってます。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   その見通しとして、先ほど説明ありました、平成２６年度中に一定

の計画が出てくるというコメントがあったわけですけども、そこには今おっしゃられたよ

うな越流ポイントというのは明示をしていくということで理解をしてよろしいんでしょう

か。 

 

○長船吉博副委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   阿万も、越流ポイントについてはわかりません。ただ、防潮堤

がかさ上げをしなければいけないというのはもう以前から５カ年計画で出ておりますので、

そのものについて、県としてはできるだけ早く工事を始めたいということを言っておりま

すので、何もかも同時にはできませんから、順次、県のほうにお願いしていくという形に

なろうかと思います。 
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○蛭子智彦委員長   他にございませんか。 

  廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   ５ページの図でちょっと教えていただきたいんですけど、阿那賀、丸

山地区があんまり色分け、ちょっと小さいような感じするんですけど、このことによって、

阿那賀、丸山地区の人が安心をするんじゃないかと思うんですけども、これはこれで大体

合っているわけですか。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   ここにつきましては、これと併せてなんですが、沼島も出て

ないような状況で、まだデータの詳細な部分について、今のところその三つ、今、大きい

図面をつけさせていただいている部分についてデータがある程度あるという部分で、あと

の部分についてはまだ出てないということで御理解いただきたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   恐らく、福良と変わらんような被害の出る可能性があるということで、

これは、阿那賀、丸山地区に関しましても、やはり詳細図出せるような感じで、被害想定

を住民に知らしめるという点においても、非常に重要かと思いますんで、ただ単にこれだ

けぽっと見れば、うちらは大丈夫なんやなという意識を持つ方がやはり出てくるんじゃな

いかと思うんで、その点よろしくお願いします。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   今回、１２月２４日、知事の定例記者会見でこういった想定

図が発表されたという段階でありまして、地盤沈下であったり、浸水面積の数値はそれぞ

れ出ておるわけでございますが、実際、具体的に各計測ポイントにおける津波高、それか

ら、先ほど副市長も言いました越流の距離であったり、どこが破堤するか、そこらについ

ても、まだ全然資料としては出ておりませんので。 

  それで、防災課長申し上げましたように、そういったデータが今年度出てくると、これ

もまだわかりませんけれど、そういった中で動いておりますので、当然、市のハザードマ

ップにつきましては、そこらについてはきっちりとうたって、住民に十分にお知らせをし

ていくというような策になろうかと思います。 
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  そこら、データが出てこんことには、いろんなことも動けないというところでございま

すんで、そういった予定で考えております。 

 

○蛭子智彦委員長   ３月末には出てくるということで考えてるということですか。 

  総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   これは、県の現在のそういった情報でございまして、ずっと

浸水図が出るのが発表されたように、さらにおくれる可能性はないとは言えません。 

  これは県のあくまでも発表でございますので、何とも私からどうこういうことは申し上

げれません。 

  以上でございます。 

 

○蛭子智彦委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   私自身、この防災の関係に、前も特別委員会ありましたが、入ってお

りませんでしたので、基本的なことをお聞きしておきたいと思います。 

  まず、先ほどの副市長の説明で、松帆、湊の方面では堤防を乗り越えないということを

お聞きしましたので、その点は省きまして、基本的に海岸の堤防、ＯＢ何ぼかわかりませ

んが、それを乗り越えて浸水したら前に出ていかないということありますので、そのこと

を聞こうと思ったんですが、答弁をいただきましたので結構だと思います。 

  それで、湊地区と松帆地区、これ地図見ましても、非常に避難するところ、どのように

考えているのかということがわかっとったらお聞きしたいと思うんですけども。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   現在、その図面を見る限りの話になるんですが、海岸端等あ

って、あとは、そこと、今、津井地区においても一時避難所を設定しているかと思います。

そこをデータで見させていただいた中で、今後、自主防災なりの説明会を持った中で協議

していきたいなとは思います。 

 

○蛭子智彦委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   阿那賀、丸山、津井もそうですが、時間がある以上は高低差のあると

ころがたくさんありますので、避難できると思うんですね。 

  この松帆地区に関しては、ほとんど平らばっかりでしょう。そうしますと、計画をどの
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ように考えておるかと。 

  ましてや、今度は余分に地盤沈下も計算に入れないかんので、これはさきに置いといて

も、今の現段階では学校に集まったからといって全然安心でないと思うんですよね。 

  高齢者や障がい者がおりますから、そういう計画はどのようにしとるかというのを、今、

ある程度計画が立ってるんでしたら、お聞きしたいと思うんですけども。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   そこの詳細についてはこれからになります。 

  基本的には、浸水の深さでもあろうかと思うんですが、基本的については逃げるという

形になるかと思います。 

  どこへ逃げるかについては、また地域の中へ入った中で協議になってくるかと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   そういう計画がきちっとできてくるのは、タイムリミット的にいつご

ろのお考えなんでしょうか。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   地域防災計画については、平成２６年度に入ってくることに

なるんですが、ハザードマップについてはなるべく早く出したいと。 

  ハザードマップが出ると、説明も含めて中へ入っていった中で、あとどのようにするか

については、それを踏まえて進めていきたいなと。 

  そこについて、具体的に出てきたものについては、その都度処理をしていきたいなと思

います。 

 

○蛭子智彦委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   それはわかったんです。大体いつぐらいにつくって、それを、いざと

いうときの実行のための訓練を始めていくということになると思うんですけども、それを

どのような考え方で取り組んどんのかなと。 

  もちろん、今、福良や阿万やあっちのほうが主だと思います。けれども、津波が一遍に

来るわけですから、その計画を立てていかないかんなと思うんですよね。 

  その計画をいつごろまでにつくり上げたいよということを考えておられるか、それをお
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聞きしたい。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   それにつきましては、先ほど申しましたように、津波が来る

とことか来ないとことか別個にしましてハザードマップ、高潮なり洪水なり、そこへ津波

の部分が入ってきます。 

  それについて、自治会なり自主防災なりのとこへも入っていくということで、それはで

き次第入っていきたいなと。 

  そこについても、福良が先やとかいうことでなしに、それは手分けした中で入っていき

たいなと思ってます。 

 

○蛭子智彦委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   こういう新しい計画も入ってきたことですから、ぜひ早く計画を確立

して、地元と協議もして、今度は、もしあった場合には支援していくバックアップ体制な

んかも考えらないかんでしょうから、ぜひ早急におつくり願いたいということで終わりま

す。 

 

○蛭子智彦委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   課長もかわったと思うんですけども、私も防災特別委員会に入って

おりまして、灘の県道についての、そのときの対応を提案したのは、今、灘と洲本市の区

間が約２０キロあるんですね。 

  大体２メートルぐらいですね、海面。そやから、どうしても越波がというか、浸水する

の間違いないんですけども、そのときに県は雨量計が８０だったか、地野と中津川の間に

雨量が何ぼ降ったら通行どめしますよという、大きな電子の雨量計があるんですよね。 

  そのときに、私は、やはり雨量でなしに、県に対して震災が起きたときに、津波がある

ので、そのことに対して通行どめやという一つのものを要求していただきたいということ

を特別委員会で要望したんですよ。御存じですか、引き継いでおりますか。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   そこにつきましては、今、初めて聞いたところです。 
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○蛭子智彦委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   そういうようなことでは駄目ですよ。役人がやった主なことは、や

はり引き継いでいくんだというようなことをしなかったら、ここで何ぼ一つ論議したって、

役人がかわったら聞いておりませんでは、行政の体がなってないんですよ。それは十分や

っていただきたい。 

  そこで、改めて提案しておきたいのは、県に対して、その措置を対策としてとるように

強く要望していただきたい。 

  というのは、地域の人はもうわかっておるんですよ、どこへ上がる道というのは、皆、

集落わかっとるんやけども、一般通行人なり、一般通行車というのは極端に言えば、今、

水仙郷で多いとき２,０００人が入ってるんですよ。車が２００台、３００台来とるんで

すよ。そのとき起きた場合に、どこでどのような形で通行をとめるかということは一番大

事なことです。逃げるというのでなくて、どのような形で逃げるような方策があるんか、

逃げるのはこうしなさいよということもやっぱりしなきゃいけない。 

  それは、きっと普通の人は無理と思うんです。最低限、震災のあったときには、県に対

して、両方雨量計があるように、地野と中津川の間を完全にとめるんだと、とめた間、そ

の間通行しとる人にはどのような形で徹底するかということも含めて、県に対しては、特

に対策としての要望をここではっきり要望しておきたい。 

  それは、これからも県に対して都度、県が想定出しとんのやから、県に対してもそれぞ

れ対応備えないかんと思うので、そういうようなことについてどう思ってるか、ちょっと

お聞かせ願いたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   以前に県のほうから既に発表されておりまして、この５カ年計

画にも書いてあります、道路と施設利用者の避難支援ということは県も考えております。 

  沼島漁港では１カ所、それから灘については４カ所の避難路を整備すると。結果的には、

階段で山の上に上るようなものをつくりますということと、それから、避難誘導スピーカ

ーの整備、これは河川、港湾と、そういうところについてはスピーカーなどを設けて周知

をするように今、計画をしてるということは聞いております。 

 

○蛭子智彦委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   今、言うたんは、具体的に避難路もそうやけども、僕はその前提に

なる一つの入らない、そのとき起きたら、今、雨量計があるので、その雨量に対して、即



 

－ 20 － 

そこで周知、これは県民局でボタン押したら通知できますんで、電光板が動くんでね。そ

れもつけ加えて一つ要望していただきたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   それをすることは、これは大前提の中でのことやと思います。

そこへ入っていくと危険やということですんで、今、大雨のときにもすぐに通行どめされ

てるというとこですんで、ああいうところではシャットアウトはできるだろうと思います

んで、要望はしときます。 

 

○蛭子智彦委員長   都市整備部長。 

 

○都市整備部長（山崎昌広）   津波防災の計画の中で、そんなことはうたってございま

す。 

  道路情報板による津波情報の提供ということで、今、大形の看板的なものがございます。

そういった中でもお知らせはすると。 

  もう一つは、先ほど副市長もおっしゃられたように、やはり灘の部分、あそこでは、や

っぱり道路の法面への、要するに高台への避難というような、そんな計画も県のほうでは

持ってございます。 

 

○蛭子智彦委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   高台への避難は、避難道をつけるというよりも、灘集落、上灘と南

あわじ市を含めて、集落が１７あるんですね。２０キロの間に１７の集落があるんですね。 

  集落には全部車で上がれるんですよ。そやから、わざわざ避難道を今つけるという、そ

こへ階段とかつけるんでなしに、１７ある避難道をやっぱりそういうふうな形で知らせて

いくと、徹底するということですれば、これ、必ず今そういうふうなことででも一番効果

もあるし、地域の人は全部知っとるんですけどね、地域の人は知っとるんです。しかし、

一般通行人が来たときの対応としてね。 

  それだから、大体１キロに一つぐらいは避難道は集落に全部上がる道、全部車で行ける

んで、それを徹底したら、改めて階段つけたり、僕はそんな必要ないと思うんで、そんな

んも含めて、計画しておるんでなしに、計画を、そういうふうなことを早く実現するよう

に、できるとこから、こんな問題はできること、県民局に言うたら、即できると思います

よ。看板立ててしたらええので。 

  そういうふうなことも踏まえて、県道通行の対策ということを一つ要望しておきたいと
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思います。 

 

○蛭子智彦委員長   都市整備部長。 

 

○都市整備部長（山崎昌広）   今、中村委員おっしゃられるように、やはりそれぞれの

集落、一番それが逃げ口が早いというような聞き方してます。そこの面は、土木のほうに

もまたこちらのほうからお話はさせていただきます。 

 

○蛭子智彦委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   なければ、資料説明に関連しての件については終わりたいと思いま

す。 

  １０分、あの時計で１１時５分までの休憩とさせていただきます。 

 

（休憩 午前１０時５５分） 

 

（再開 午前１１時０５分） 

 

○蛭子智彦委員長   再開します。 

  質疑ございませんか。 

  森上委員。 

 

○森上祐治委員   先ほど来、話出てましたように、きょうは１・１７の１９年目という

ことで、連日、テレビ、新聞等、震災関係について報道されておりますけれども、数日前

に、ＮＨＫの夕方のテレビで気になる報道がありまして、というのは、神戸市の消防署長

がコメントしてたんですよ。 

  大災害時には、消防は当てにしてくれるなと。消防というのは、消火が優先やから、い

ざ救援とか救出活動は地域住民でやってもらわな困るんだみたいなことをおっしゃってま

した。 

  というのは、阪神・淡路大震災のときは、火事で死亡者が非常に多くなったという前提

のもとにそうなんですけどね、それ聞いてて、例えば南あわじ市、こういう田舎のほうで

もそういう事態になったら、ちょっと待てよと。 

  例えば、福良なんかにだっと来たときに、建物、家も建て込んでますわ。そんなときに
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崩れる家もあるだろう、そういうときに、我々の今までの感覚からしとったら、大体消防

団とか、警察とか、そういう組織的な動き、救援活動、体制に期待をしておるんですけど

も、その辺は田舎のほうでは、例えば消防団、ふだん、広域消防であるとか、各地区の消

防団と、例えば警察あたりとの連携といいますか、具体的なそういう、まさかのときの大

震災が発生したときの具体的な動きについて協議は進んでおるのかどうかということをお

聞きしたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   今、言われておる役割分担的な具体的な協議ですが、実際、

今、私どもが入った中で推進しているのが、避難という部分で、地域なり消防が避難の誘

導に当たるというような形で、地域でのそういう役割分担になっております。 

  それで、火災があった場合に、そこらについて具体にその分け方についてはちょっとま

だそこまでは実際のところ話ししてないのが実情です。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   避難の誘導に当たるということを我々も期待するんですよね、実際。

消防さんを当てにしておるというか、実際、一番、うちらででもぱっと動いてくれそうな

のは、例えば災害要援護者を一緒に連れて行ってくれるとか、それが火事だった場合は来

えへんぞと。 

  消防署長自身の見解として、まさか被害が大きければ大きいほど消防等を当てにしてく

れるなと言われたら、ちょっと心細いような感じがするんですけど、その辺は早急に、や

はり具体的な動き、例えば自主消火の地域の消防団、今、誘導する言うけど、ほんまにで

きるんかどうかというようなことを再度お聞きしたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   これも場所にもよるかと思うんですが、今現状で、津波が来

たときに、それにあわせて火災が発生するということになれば、津波の被害が少ない部分

については隣接地と協働した中で、消防なり広域消防なりが役割分担の中でいけるのかな

と。 

  それと、福良について、今現状で聞かれたときに、どの形が一番ベターなのか、そこは

どうしても、地元の中で火災対応も含めてしていかないかんのか、あと、消防の派遣で隣
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接と協議していけるのかどうか、そこについては、ちょっと今後、消防団の中で協議をし

ていきたいなと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   その辺はこれから具体的な喫緊の課題の一つだろうと思うんですけど、

いろいろ御努力よろしくお願いしたいと思うんです。 

  続いて、ソフト面でもう一つお聞きしたいのは、自主防災組織の動きについて、若干お

聞きしたいと思います。 

  自助、共助、公助という観点で、特に震災の場合は自分の命は自分で守れと、これは大

原則で、ようわかっとるんですけども、改めて、自主防災会は期待に応えるような活動を

現にされてるんかどうか、１８５ですか、今、組織ができておるんですが、その辺をお聞

きしたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   現在、自主防災については、順次、少しずつではありますけ

れど、自治会数２０３のほうに近づいてきてはおります。 

  あと、活動についてどのようなことがされてるかなというのは、現状、自主防災の中で

一番わかるのは、育成のための補助金等を出しております。 

  その中については、当初、機材等の整備があって、それから育成という部分については、

例としては、人と防災未来センターのようなところへの視察も、今、現状はふえてきてお

ります。それによって、意識が大分高い中で推移はしていきよるのかなというふうには思

っています。 

  ただ、どうしても災害の種類によって、自主防の中でもかなり温度差が出てきておりま

す。あと、その温度差のほうをどのように埋めていくのかというのが、非常に頭が痛いと

ころです。 

  あと、その津波のほうについて、被害が大きいという部分については、各自治会なりで

避難経路をどない伝わって避難をしていこうという部分については、詳細な計画もしてお

りますので、そこを全部が全部同じような形のものができるかということはなかなか難し

い部分があるんで、その自主防災によって災害の捉え方にスポットを当てながら自主防災

の動けるような形を今後していきたいなと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   森上委員。 
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○森上祐治委員   課長のおっしゃる、南あわじ市内の１８５という自主防災会が一律に

そういう意識を持って動きができると私も思って、軽重があろうと、温度差もあろうと思

いますが、例えば、阿万のことばかりで申しわけないですけど、阿万一番危ない土地やと

言われているので、課長からもお聞きしておるんですけども、阿万地区の防災会議の代表

の方に再三話をされたり、説明に行かれたりされているということを聞いております。御

苦労なことだと思うんですけども、具体的に、阿万地区９地区あるんですがね、町内会の

防災会の代表の方々に、具体的にどんな説明をされて、どんなお願いをしとんのかという

ことをお尋ねしたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   具体的には、昨年、おととしについては避難経路の設置とい

うようなところで、現状、避難経路としていける部分についてはある程度整備をしており

ます。 

  今後については、逃げるという部分が大前提になってくるのかなと思います。阿万のほ

うに限定すれば、中西のほうで要支援者も含めた中で個別の避難計画をつくっております。

それをもとにして、あと８地区を同じような形のものができたらいいなということで、そ

れを推進していきたいと。 

  それとあわせて、まだ各地区において避難経路が必要なところとか、あとカラー舗装す

るなり太陽光の発電の街灯をつけるなりしていきながらしていけたらなと思っております。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   避難経路と、逃げると、それは具体的な二つの課題としてよくわかる

んですけど、昨年は避難経路の整備に重点を置いてやってたと。 

  その辺わかりますが、私はこの大震災を想定したときに、避難経路、逃げると、この逃

げるということについて非常に大きな課題があると思ってます。 

  あなた方がそういう努力をされてる、何回も説明をされてるんですけど、今、中西地区

のそういう計画も具体的にされておると言うんですが、私はその周辺の地区なんですけど、

近隣でそういう話を話題もあんまりはっきりとならないんですね。 

  その、あなた方の努力が地域住民全体にやっぱり浸透していってるようには、あんまり

私、今の時点で思わないんですよ。それは、何か原因があると思いますか。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 
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○防災課長（藤本和宏）   最終的には、住民サイドへ行くという話になるんですが、今

現状、阿万に関して、どう言うんですかね、いろんな情報を配布するとか、情報の発信に

よってそういう意欲というか、意思を高揚させていかなとは思うんですが、一つ、今、自

治会のほうで話が今度出てくるとは思うんですが、阿万の中の避難場所については、各地

域で一時避難所決めております。それを阿万全体の地図に落として、それを配布したらど

ないかなとか。 

  自治会のほうでもいろいろそういう案でしながら、これを配布することによって意識が

変わってくるというようなことも今後していこうという話は自治会のほうでも出ておりま

すんで、今後、そういう形の中で啓発が入っていくかなと思います。 

  それも含めて今度、ハザードマップができれば、それもまた地域のほうへ配布になりま

すので、それも含めた中で啓発へ持っていけたらなと思います。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   要は、いつも言われるように、災害要援護者に対するきめ細かな対応

が、各狭いこの地域でどれだけできてるかと、これは一つのメルクマールと思うんですよ。 

  だから、その辺が、例えば私らの町内会見ても、はっきり言いましてそこまでは、例え

ば隣保で、何かそういう人たちのことを話し合いませんかというような、そこここでの声

は聞くんですが、なかなか具体的な動きまでは至らない。 

  その一つが、さっきおっしゃってたように、情報管理云々とおっしゃっとったけども、

最近は、何かちょっと具体的な話をし出すと、個人情報云々ということが出てくるんです

よね。 

  何か災害のいろいろな住民の動きに対しては、あの個人情報保護条例というのは、何か

矛盾しておるような感じがしないでもないんですわ。その辺は、どない考えておるんです

か。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   そこについては、非常に難しい部分もあるんですが、あと、

一つの例として中西地域については、結局、個人情報についてなんですが、地域の中で要

援護者は誰と誰やというのを地域の人が皆を回って、全部してますんで、それについては

個人情報とかいう形のものはない状況で動いてます。 

  ですから、あとは地域の中でどういうふうにもんでいくかという部分も非常に大事な部
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分があるのかなというように思います。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   例えば、きのうも民生委員の市全体の研修会があったというのは聞い

ておるんですが、民生委員の方とか、今、中西地区の話が出ましたが、もう２年も前に福

良地区でも、そういう先進的な地域で民生委員さんを中心に、具体的なそういう災害要援

護者に対する、まあ言うたら、隣保単位のかちっとした計画をつくられたということも聞

いてます。 

  私も、私の地域の勉強会でお呼びして説明をしていただいた経験があるんですが、そう

いう動きが現に市内のそこかしこで先進的にやってるんですから、その辺の情報、この後

で質問させていただく広報活動ですね、ぜひともお願いしていきたいと。いい動きが市内

にあるんですからね。 

  最後に、住民への啓発活動という観点からお尋ねしたいんですけども、よく言われます

いつ来るともわからんような巨大地震や津波に対して、住民に過度の危機感を与えること

はいかがなものかと。 

  確かにそのとおりだと思うんです、むやみに危機感をあおるというのは、これはやっぱ

りよくないというのは私もわかるんですけども、しかし、やはりこういう確実にあした来

るかもわからない、１０年先、５年先、２０年先かわからんような、来るべきものに対し

て、常にやっぱり備えるというのはもちろんお互い、よう確認してることだと思うんです

が、それに対して広報活動、市もされてます。ことしの市の広報１月号にも総合防災訓練

のことが出てました。 

   出てましたけれども、あれも、こういうことやりましたという記事で、住民から見た

ら、私自身ももう一つインパクトが弱いと、危機感が全く伝わってこない。こういう行事

をやっとんのかぐらいしかないんですけども、もっと、やっぱりその辺の市民に対する啓

発活動、広報、市の広報紙、それからケーブルテレビ、何か具体的にもっと工夫はないん

か。 

  例えば、私自身ちょっと考えとんのは、今、新聞やテレビ見てたら、全国的な、特にこ

の時期、１月、それから３・１１、あの前あたりは相当いろんな全国の動きをされてます。

ああいうホットな情報を、やはり精力的に、例えばケーブルテレビなり広報なり、住民に

伝えていくと、そういう動きも必要であろうし、先ほど申しました市内の先進的な、この

町内会ではこんなことやってますよと、こういう情報もやっぱり市民に知らせることは必

要であるだろうし、また、日常的に、まさかのときに備えてこういうものを常に備えてい

く。これは、ちょこちょこ出てますけども、こういうものは常に身近に置いとかなあかん
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ねんぞというような、市民が常に意識に上るようなそういう情報伝達の広報活動やってい

ってもらいたいなと、切に思っておるんですが、その辺についてお願いしたい。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   おっしゃるとおりだと思います。 

  今まで広報で特集を組んだ記事を出したり、また、ケーブルテレビでもそういった防災

活動、防災訓練の状況など流す中で、そういったことは常々呼びかけてはおります。 

  それで、やはり委員おっしゃるように、いざ、大災害が起こったときにはどうしても地

域の防災力、これが大事になってまいりますので、そこらも踏まえながら、やはり今後も

そういったことにつきましては十分留意した中で広報活動に努めていきたい、そのように

思います。 

 

○蛭子智彦委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   この防災、減災についての動きというのは、単に命を守るということ

にとどまらず、私は、まちづくりに直結している大きな動きをつくり出せるんじゃないか

と思ってます。都市部のほうでも、この動きの中で町内会の住民同士が非常に結束ができ

るようになったというような事例何ぼでも出てきてますし、田舎のほうは、そういう隣の

人は何する人ぞというのはないとは言われますけど、それでもだんだんと都市化してきて

ますんで、そういうまちづくり、住民の連帯感を醸し出していく、きずなづくりの一環と

しても位置づけていただいて、これから、こういうソフト面での動きを防災課を中心に市

民に対して投げかけていっていただきたいなということをお願いしまして質問を終わりま

す。 

 

○蛭子智彦委員長   ほかにございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   パソコンのＸＰの問題なんですが、今現在、この市役所等で使われて

るのはＸＰかなと思うんですが、これ、ウィンドウズ８.１とかに切りかえる、そういう

段取りはどのようにされる予定ですか。 

 

○蛭子智彦委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   おっしゃられるように、現在、ウィンドウズＸＰを業務用と
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して使用しております。 

  おっしゃるように、サポート切れが迫っておるということで、平成２６年度の予算にお

いて要求させていただいておりまして、予算を議決していただいた後においては早急に対

応していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   もちろん、ソフトはそうなんですが、ソフトのことを考えると、機種、

本体自体もかえる必要等も出てくるんではないかなと思いますが、その点は大丈夫なんで

すか。 

 

○蛭子智彦委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   平成２６年度の予算につきましては、機器とＯＳの入れかえ

をいたします。 

  業務用のソフトにつきましては、基本的には新しいＯＳでも対応できるというふうに考

えております。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これは、市独自の財源でとり行うものなんですか。それとも、県とか

国とかの助成とかはあるんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   国からの補助的なものはございません。単費になると思いま

すけれども、今のところ、起債等について検討させていただいているところでございます。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   市だけでなしに、教育関係等も含めてあるんですが、それも一括して

やるということなんですか。市のほうの市役所関係だけで、教育関係は教育関係でまた別

と、そういうふうな考え方なんですか。 
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○蛭子智彦委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   今、私、申し上げたのは、一応教育関係は除いたものでござ

います。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   となりますと、教育関係は教育関係、県等の予算でやるということに

なってるんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   詳細を把握しておりません。 

 

○蛭子智彦委員長   財務部次長。 

 

○財務部次長（神代充広）   教育部のほうも、必要なものについては来年度、予算要求

が出てまいっております。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   わかりました。そうしますと、一応、対応的にはきちんとできてると。

こういうＸＰの問題等については、もう大丈夫だということでよろしいですね。 

 

○蛭子智彦委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   平成２６年度に予算要求をして、御承認いただいた分につい

ては予算の執行を、可能なところから進めていきたいと思っておりますけれども、全体が

終わるのは新庁舎の移設のときになってしまう部分もあるかと思っております。 

 

○蛭子智彦委員長   他にございませんか。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   先ほど、森上委員が一生懸命言っておりましたが、私もこのたびは、
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ちょうどきょうは阪神・淡路大震災から１９年、もうすぐ東日本大震災の３年目が来るん

ですね。 

  担当には気の毒ですが、やはり集中審議ということですので、提言やいろいろしていき

たいと思いますので、お聞き願いたい。 

  総合防災訓練は毎年やっておりまして、非常にいいなと考えております。といいますの

は、私たち、前に市民連合無所属クラブというところに私もおりまして、そのときに、３

月１１日の大震災の後、１１月の初めごろに、宮古の田老地区の、あの万里の長城のよう

な防波堤をつくっているところから宮城県の松島町まで、海岸をずっと２泊３日にわたっ

て視察いたしまして、いろいろ聞いたんですが、一番印象に残っておるのは、松島町が瑞

巌寺の若いお坊さん、修行僧の人たちとタイアップしてずっと訓練をやっておると。その

おかげで、その辺では全然、３メートルか４メートルか、私たちが研修をしております部

屋も、ここまで来ましたと言っておりましたが、それにしては死者はなかった。松島町全

体で３名ぐらいだと思います。それは何かというと、訓練のたまものだと。 

  修行僧の若いお坊さんは、職員や商店街の人たちともに、つじつじに立って、こちらへ

行けと、逃げなさいという訓練をしておりまして、それが功を奏したということが説明さ

れまして、非常に印象に残っております。 

  森上委員も言っておるように、防災計画と実行はこうするんですよというのが、本当に、

私の勉強不足かもしれませんが、市民に見えてないんではないかと、私は考えるんですね。 

  それで、高台の人は本当にそんな心配ない、地震のほうだと思うんですけれども、今、

広報せえと言ってましたが、できましたら、広報の１ページをいただいて、福良地区の現

状はこういうふうになっておるんで、こうやりますよと。計画も、避難道路やいろいろな、

こんなんしますというようなことを市民に発信していくべきではないかと思う。 

  それを、毎月の１ページいただいてでも、南あわじ市全体の地区をカバーして、例えば

湊地区はこうしますと、もしそういうので、市民が不足しておる場合は、例えば避難路を

こうしてくれたらみんな行けるんだけどということがわかってくると思うんですね。 

  そういうのをぜひやっていただかないと、せっかく一生懸命行政がやっておっても市民

に見えない、そういうことがございますので、要望しておきたいなと思うところです。 

  できましたら、先ほども言ってましたが、さんさんネット等を通じて発信的なことがあ

れば、それは大変ですけども、とりあえずそういう、あの広報は必ず見ると思うんですよ。

ですから、それをお願いしたいなと思って一言申し上げておきます。 

  お答えいただけましたら、お聞きしたいんですが、希望でも。 

 

○蛭子智彦委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   先ほどもお答えした中で、今まで特集等において、例えば緊
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急時の持ち出し品を用意しましょうとか、そういう形の広報等はさせていただいてます。

それは全般的なことということになると思います。 

  それと、今おっしゃったような形の中で、地区といいますか、もっと各地区等の活動の

内容について紹介するという部分につきましては、各自主防災組織等々の状況について防

災課に十分情報をお聞きして、可能なものについては対応することにして検討させていた

だきたいと思っております。 

 

○蛭子智彦委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   ぜひ、本当に市民にわかるようにやっていただきたいなということを

要望しまして終わっておきます。 

 

○蛭子智彦委員長   ほかにございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   夫婦別姓、市の考え方聞きたいんですけども。これ、総合的な企画調

整に入りませんか。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   市長公室では、そうしたことについては現在把握してお

りません。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   今、政府のほうでは婦人、いわゆる女性の社会進出等を非常に推進し

てるという中で、今、所管外というような話もあったわけですけども、これはぜひとも市

の考え方、企画調整の中でやっぱり一つの考え方、まとめていただきたいなというふうに

思うんですが、いかがですか。 

 

○蛭子智彦委員長   住民基本台帳とかの関連もあるんですけれども、これは所管外にな

ると思うんですが、ただ、男女共同参画というような課題になった場合はどうなるんです

か。これは総合的な企画の範囲の中に入ってくるのかな。 

  市長公室長。 
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○市長公室長（土井本 環）   夫婦別姓の部分については法整備された中でどのように

するかということであるので、法律がかなり優先されるように思います。 

  企画云々の部分については、その法律の範囲内でどのようにできるかということを検討

するんかなと、このように思います。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   今、そういう答弁であったわけなんですけども、公務員、また民間等

で夫婦別姓採用してるところあるんですけどね。そやから、市としてはどないするんかな

ということを聞いてるだけで、今現在……通称もあるやろうし、事実婚もあるやろうし。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   当然、法律でどうかというところでもございますけども、自

治体の中でも夫婦別姓を認めておるというところですが、例えば、結婚して派遣されてお

るときに、通称で旧姓を使っておるようなケースはあるかと思いますが、原則は住民票の

登録のとおりいろいろな事務は進めていくという格好でございます。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   基本はそうなんですけどね、そやから、これ国家公務員の女性も結婚

して、裁判されてるわけ。それで、使用ＯＫやという形にもなってるんですけどね。そや

から、市としてもそういう一つの方向性を出しておく必要があるん違うかなということな

んですが、いかがですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   今現在、そういう事例がありませんので、特には考えてない

ところでございますが、もし事例が出れば当然そこらは慎重に検討させていただくという

ことになろうかと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   出てから考えるというわけなんですけども、職員同士の結婚等もある

やろうし、そのときにどっちになるかというのは、今は決められてるわけなんですけども、
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いわゆる両方ともいかんということなんですが、今、よその市ではそういうとこも出てき

て、というのは、女性の役職が上がることによって、別姓でいくほうがその人の人格的に

も認められやすいやろうということで、そういう動きもあるということなんで、市として

もやっぱり一つの課題として考えておく必要があるんじゃないいかなというように思うん

ですが、いかがですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   当然、原則的には住民票の届けの氏名で進めていくという格

好になろうかと思いますが、そういった事例で進めておるところがあるんであれば、そこ

らについてもいろいろと勉強はさせていただきたいと思います。 

 

○北村利夫委員   終わっておきます。 

 

○蛭子智彦委員長   ほかにございませんか。 

  廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   これ、１２月の同僚議員の質問であったことなんですけども、都市整

備部長が答弁されておりましたけども、櫟田地区の道路冠水ですね、３日間も水が引かな

んだというような話があったように思うんですけども、そういう場合、河川の改修云々と

いう話もあるんですけども、そういう場合、一応役場としてはどういうような対応をすべ

きか、これ、防災課長にお尋ねしたいと思います。 

  都市整備としては、要するに河川の改修ができんかったらできへんというような答弁が

あった思うんですね。 

 

○蛭子智彦委員長   まず、都市整備から答弁いただけますか。 

  都市整備部長。 

 

○都市整備部長（山崎昌広）   この問題につきましては、ちょうど前に倭文川というの

が流れておりまして、倭文川の流域は長田川、神道川、また安住寺川というような比較的

大きな流域も持ってございます。 

  そういった中で、潮の干満等の関係もございまして、やはり前の水が引かなんだら、水

門そのものがあけれないというような状況にもございます。 

  もう一つは、ちょうど櫟田地区、宝明寺川が真横に流れてますので、そこらの排水につ

いては倭文川排水機場を利用して三原川へ強制排水というような、そんな形になってござ
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います。 

  そういった中で、どうしてもゲリラ豪雨等によります、もう一つは長雨、そういった形

で水量そのものがどうしてもふえた場合には、そういった形が生じているような、そんな

思いがございます。 

  これには、やはり地元のほうが排水機場フル運転して対応はいただいておるんですけれ

ど、それ以上のものが、やはり量的にあるというような、そんな形です。 

  それと、櫟田の部分につきましては水路整備もなかなかスムーズにいってない部分とい

うのがございますので、そこらは、また周辺地域との話とかでそういった解消にはつなげ

ていかなければならないんかなとは思います。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   それを３日間も、それは雨が多くてその日はしょうがないとしても、

２日目、３日目になれば、当然水位も下がっておるわけですね。 

  ですから、その水をどうしたらよいかと。今後、滞水時、当然、道路冠水の可能性が考

えられるという中で、今後どうしていったらいいかと、そういうことをちょっとお尋ねし

たいんです。 

 

○蛭子智彦委員長   都市整備部長。 

 

○都市整備部長（山崎昌広）   ３日云々というような話でございましたが、やはり、そ

の櫟田地区におきましても低い部分がございます。 

  そういった箇所が、恐らく田の部分なんですけれど、３日ぐらい浸かっていたというよ

うな形だとは思うんです。 

  そういった中で、やはり排水そのものというのはどうしても一番低い部分、上からの流

れ込みとか、そこら辺が徐々にやっぱり出てきますので、我々としては、今、その一画に

つきましては、排水機場を利用した強制排水しか今現在はできてないのが実情でございま

す。 

  今後、やはり、そこら辺の対策につきましては、低地等で話し合いをしながら進めてい

かなくてはならないかなとは思います。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   対応、水をどうしたらいいかと、今後のことはええんやけど、これ、

災害時ですね、最近であれば集中豪雨、これ当然あちこちで局地豪雨がありますんで、こ
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としでも恐らく冠水するという可能性はあるわけですね。 

  そうした場合に、従前、そういう３日間も冠水して通行どめになったという前提がある

中で、役場としてはどういうような考え方、対応を考えておるんかお尋ねしたいと思うん

です。 

 

○蛭子智彦委員長   これについては、少し以前もちょっとあったと思うんですけど、次

長のほうで関連した話あるんじゃないんですか。 

  都市整備部次長。 

 

○都市整備部次長（垣本義博）   この松帆地域については、地域の水は地域で処理する

というような前例がございます。 

  そんな中で、今、松帆の低地対策住民会議がございまして、その地域の水を、例えば櫟

田の水を古津路まで持ってくるのか、櫟田の水は櫟田で処理するのか、そういうことを今、

例えば櫟田地区は三原川の川北になります。今後、地域間の松帆の中での地域間の調整を

していくべきということで、今、進めております。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   将来的な考え方というのは別にそれでええと思うんですけども、緊急

時の対応、私が何で防災課長云々言うたら、要するに、そういう緊急時の場合には防災課

が動かんといかんの違うのかな。 

  都市整備云々であれば、これ、やはり改修計画とか、そういう絡みも出てきますし、長

期的な展望に立って対応するのは、それはそれでしてもらわんといかんのやけども、緊急

時の対応としては防災課が何とかしないといけないんと違うかなという考えで、ちょっと

最初に防災課長という指名したわけなんです。 

  私、一応、どない言うんですか、消防団を利用して、消防ポンプを使って排水してはど

うかという意見を言ったことがあるんですが、そういうような観点で、ちょっとお尋ねし

たいなと思うんですわ。緊急時どうしますか。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   防災課として、災害のときにまず考えるのは、人の命という

部分での話になります。 

  冠水して孤立するというようなときについては避難所へ、事前に豪雨が降る前にそうい

う危険性があれば移動してくださいとかいう部分での啓発になるのかなと。 
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  実際に３日間という部分については、地域の中でそういう意見を集約せんとなかなか前

に行けへん部分があるのかなというふうには思いますけれど、ちょっと回答になっとるか

どうかわかりませんけれど、防災課のほうとしては、まず人の命という部分での取り残さ

れないという部分での観点での誘導という形になろうと思います。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   私は、地元の消防団が消防車出して、駆り出せば、これ１日もかから

んことや思うんですね。そういうような対応ができないかという、そういうことを言いた

いわけなんですよね。 

  消防ポンプ車、当然、火災というのが前提条件になると思うんですけども、それは、そ

ういう滞水の水が引かない場合、これ使ってもええんじゃないかと思うんですね。これ、

使えるんか使えないか、これ法律上、どういうような感じになってますか。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   法律上に関しては、ちょっと調べんとわからないんですが、

消防のポンプを緊急時に使う部分については構へんのかなと。それは緊急の対応のほうが

優先するかと思いますので、そこについては、こちらにもし相談があれば使ってください

というふうにいくと思います。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   これ、市の考えとして、要するに道路の冠水が３日間もあったという

事実があれば、これは何とかして解決せんといかんというような考え方は役場ですべきだ

と。そういう場合、どうすればいいか、どういう方法があるか、それを考えれば、当然こ

れ結論出るわけやね。 

  そやから、都市整備部で長い計画で解消していただくんがいいんやけど、災害時、やは

り役場が動けへなんだら、これ、そのままですよね、水がたまっとる状態なんです。です

から、役場のほうから地元の消防団にちょっとやってくれへんかというような指示をすれ

ば、それ半日もかからんと解消するわけやね。 

  そやから、そういうような考え方を持って、突発的なこういうような災害に関しては対

応してほしいという私の考えなんですけど、その点、いかがでしょう。 
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○蛭子智彦委員長   防災課長、都市整備と一回話をしてもらって、かなり大きな問題だ

と思うんですね、僕が見た限りではポンプ何台分か、そんな計算も要ると思うんですけど

ね。それをちょっと議論する時間も要るのかなというふうに思うんですけども、防災課長

で答えられますか、今の話。 

 

○防災課長（藤本和宏）   まず、現状、ポンプを据えて、吸い出せるのかどうかとか、

現状がちょっと私のほうで、きっちり据えた中でごみがホースに入れへんのかとか、いろ

いろ設定の仕方があるかと思うんです。 

  それと、あと地域に関して、ほかの地域であれば、そういう災害時についてはそれぞれ

の消防のほうで地域と密着をしている部分があって、それは独自でそういう消防として入

っていってしておる部分もございますので、今回初めてそういうことを聞きましたんで、

また消防でも会議の中で、もし、そういうことがいけるんであればそういうような話もし

ていきたいなとは思います。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   これ、どこの地域でも考えられることなんですよね。それは、都市整

備部でちゃんと整備すればええのはわかるんですけども、これ長い時間かかりますで、最

近は、先ほど言いましたように局地豪雨が多いです。 

  やはり、降っているときはしょうがない。降るのが止まってそのあとの処置に関しては、

やはり、そのような方法でやっていけば、問題としては大きな問題じゃないん違うかなと

思うんですけども。 

  これ放っておけば、地元のあれもちょっと不便やなと思いながら迂回していったら支障

はないんやけれども。 

  これはやっぱり、市の考え方として、やはりそういうことがあったら一応この水をどう

にかするというような考え方の中で、やはり指示をして解決していっていただきたい。そ

ういうような思いで今言っているわけなんです。消防ポンプ、排水量多いですし、案外簡

単にいけると思うんですね。ただ、ごみとか云々いう問題があるにしても、それはちょっ

と工夫をすれば簡単にできることやろうと思うんです。 

  ですから、今後において、災害時にはそういうこともしますというような考え方を進め

ていっていただきたい、そういうように思うんですけども、いかがでしょうか。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員、恐縮なんですけど、今の話、この間、経過も話して、一

度、数字的な問題等、防災課と都市整備なりで物すごく細かい数字、シミュレーション的
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な水量とか、排水能力とか、現状のポンプとか、そういうものを詳しく一回数字的なデー

タを持ち寄って検討いただいて、また提案してもらったらどないかと思うんですけど、そ

の点、いかがですか。 

  今のままだとちょっとわかりにくい、答えにくい部分もあるかなと思ったりもするんで

すけども、大丈夫ですか。 

  都市整備と防災課とちょっと協議してもらって、現実的な対応についての議論を少し深

めてもらって、いかがですか。 

  廣内委員、それでは駄目ですか。 

 

○廣内孝次委員   僕はややこしい話を言っておるんではないです。緊急時の対応につい

て言うとるわけですわ。 

  緊急時であれば、どういうことをしても解決して、皆が便利になればそれでいいんじゃ

ないかということを言いたいわけです。 

  そやから、そういうことを。 

 

○蛭子智彦委員長   都市整備部長。 

 

○都市整備部長（山崎昌広）   これは、部分的に住居等が集積というような形が、これ

は先ほどの櫟田地区だけではないと思います。我々の地域にいたしましても、そういった

ことが何回かございました。 

  そういった中で、消防署のものは、やはり水防というような部門も従来は抱えていたは

ずでございます。 

  そういった中で、やはり、自治会長、自治会が主になって要請なり、そういった形で消

防にお願いしたら、そういった解消はできるんかなというような思いがございます。これ

は、やはり自治会と消防というような形で捉えていただければなというような思いがござ

います。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   ３日も冠水しとったという話を聞いて、やはり市として、それは自治

会長さんに話すべきじゃないかと思うんですね。 

  それは、雨が降りっぱなしで３日でずっと冠水しておるんであればええんやけども、全

くたまった状態で冠水しとったわけですね。 

  その場合、自治会長は迂回して事故さえ起きなかったら別にええいう考え方でいかれた

らそのままやけど、やはり、地域外の人も利用する道路なんですからね。ですから、やは
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りそういう場合は都市整備部もあれなんですけども、やはり防災課がそこらの対応して自

治会長さんへお願いして、やってくれへんかというような一言で済むんではないかと思う

んですけども、その点いかがでしょう。 

 

○蛭子智彦委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   その部分については、３日間も道路冠水になるということは

何かの形のことをしなくてはいけないと思うんで、そこについてはまた協議をさせていた

だくということで御理解をいただきたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   よろしいですか。 

  暫時休憩。 

 

（休憩 午後 ０時００分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○蛭子智彦委員長   それでは、再開いたします。 

  質疑ございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   離島振興対策の件でお聞きいたしますが、沼島のほうに地域おこし協

力隊入られて、いろいろ活動されてますが、吉甚を昨年、起こしまして、今の現状はどう

いう状況ですか、利用度も含めて。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   細かな数字は手元にないんですけれども、今、沼島で観

光客が入った場合、必ず寄っていただくような仕掛けづくりとしていろいろ調整していた

だいてます。 

  揚げまんじゅうをつくってみたり、また、いろいろな品物をそろえたり、また、おばあ

ちゃんに頼んで手芸品をこしらえて置いたりというような形をしております。 

  それから、地域おこし協力隊もいろいろな研修を重ねて、他地区の優良事例を沼島に入

れようと努力しております。 

  以上です。 
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○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   平成２６年度は２年目になると思うんですが、やっぱり１年目とちょ

っと違った観点で何か進めていく、そういう予定はありますか。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   今現在、３名の地域おこし協力隊がおります。 

  昨年１２月、１名追加しました。それから、この３月に２名追加で、５名になります。

これは、２名追加の方は夫婦で入ってくるわけなんですけども、沼島で起業したいという

ような意気込みが非常に強くて、予算の範囲内でさせていただいてます。 

  その中で、今度も東京であったり沖縄であったり研修を重ねて、離島同士のネットワー

クをこしらえて、それぞれのよいところを吸収して、新たな仕組みをつくっていきたい、

あるいはホームページを今立ち上げたんですけれども、それを含めて観光誘致、それから、

商品開発をしながら、販売促進というところを進めていきたいと考えております。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これは、ひょっとすれば、よその部に入ってしまうんかもわかりませ

んけども、今、スマートフォンで、Ｔｅａｃｈｍｅとかいうのがありまして、何か年会費

が１５万円ぐらいで、観光や農産物をＰＲする手段として、写真を５０枚ぐらいそういう

ところに掲示ができて、それを希望者が見れるとかいうのがあるんですが、こういうよう

な取り組みも含めては考えてますか。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   大学連携ということでいろいろと大学とも連携しており

ます。親和女子大に入っていただきながら、そういうツールをいかに使うか、ツイッター

とかいろんなラインとかも含めて、そういう情報ツールをいかに活用して集客するか、あ

るいは販売するかを今、研究に入っております。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   あと、地域おこし協力隊は確か沼島だけでなかったと思うんですが、
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今のところ３月に入る方も含めて、５名は全部沼島ですか。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   今現在のところ、沼島５名です。灘も募集をさせていた

だきました。２回募集させていただいて、１回目ゼロ、２回目、３名の応募があって、２

名が棄権、１名面接しましたが、ほかのところに行きました。 

  地域性もあるんですけれども、なかなか募集で、最終住みつくまでには、灘の場合は至

らなかったような状況でございます。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   最初、地域おこし協力隊で入られた方、２年ということで、これ、確

か採用は２年が限度だったように思うんですが。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   総務省の事業で４００万円を限度に１００％交付税算入、

３年ということの要綱になっております。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   わかりました。そうしますと、まだもう少し、最初に入られた方は時

間的な余裕があるのかなとは思うんですが、せっかくここまで、何もないところから立ち

上げてこられた方ですので、こういう方をしっかりと、これからも離島振興等に活躍して

いただけるような、そういうこともこれから考えていかれたらどうかなと思うんですが、

その点はいかがですか。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   今、やっと自立をして、自分で考えていろいろな事業を

展開しようとしております。 

  地域おこしというのは、市役所が入っても全然動きません。地域の人のリーダーが動か

ないと長続きしないということで、初めのサポートはおおむね市役所は終わったんかなと。 

  自立をしながら、次なる展開へ進めていくべく支援をしていこうというふうに考えてお
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ります。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   となりますと、その地域おこし協力隊の任期が終わっても、何らか市

として、その方々に沼島地域に残っていただいて、新しい道をいろんなことに取り組んで

いただけるような方法を考えていくと、そういうことでよろしいですか。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   そのとおりでありまして、今現在、男性１名、それから、

今度入る夫婦２名が、ぜひともここで起業をしたいと。他の２人の女性の方は非常に能力

の高い方ですので、違うところへ行ったとしても、そことつながりながら沼島への集客、

あるいは連携した活動というように持っていきたいと考えております。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ほかのところへ行ってもというのは、沼島を離れてもということです

か。それとも、地域おこし協力隊という立場を離れてもという意味ですか。どういう意味

で言われたんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   ３年終了して、定住を促進すべくお話し合いを続けてい

るわけなんですけども、それはいかんせん、個人の考え方によりますので、終了後、離れ

たとしても、そういう連携を取れるような形で持っていけたらというふうに思っておりま

す。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   あと、離島になってきますと、やっぱり古い家屋、今、住んでない古

民家等を活用する必要が出てくると思うんですが、これに対して、古民家利用等について

市のほうで助成とか、そういうのは考えてませんか。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室課長。 
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○市長公室課長（喜田憲和）   以前から御指摘をいただいております、沼島では約２０

０軒空き家があるということで、平成２５年度に予算をあげていただいております資金で、

今、改修に入ろうとしております。 

  今後も計画上は、いろんなカフェであったり、展示室であったり、いろんな活動ができ

ないかという検討には入っております。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   それは前にも、空き家等については市ではそういう部門がなくて、違

うところ、淡路全体でそういうのを考えてるというところがあるということだったんです

が、沼島地域については市がそういう担当していくということでもないんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   御指摘の部分は、田舎暮らしという視点でございます。 

  外部から問い合わせがちょこちょこあります。それについて３市ばらばらにやっていて

は駄目だということで、３市と宅建協会と県と組みまして、相談窓口を県民局内に置いて

おりますので、それを通じて年間四百数十件の問い合わせがあります。 

  洲本市内で拠点をこしらえて、一旦、こちらに来ていただいて練習をして、それぞれに

散っていくというパターンをこしらえております。 

  沼島につきましては、あわじ環境未来島構想の一環としてそういう対策を並行してとら

せていただいております。 

 

○蛭子智彦委員長   ほかにございませんか。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   道路施策についてお尋ねします。 

  実は、一つは江尻のほ場整備をしたところでは、農免道路が榎列と交差するところにご

ざいますが、実は、また会派のときの話になりますけれども、ちょうど、榎列の公民館で

地元の方との、私たちは議会報告と地元の人との懇談会をいつも持っておったんですが、

榎列でやったときに、地元の人が、昔の竹原三原線ですか、あれに直角に当たって、そし

て榎列の小学校のところでまた直角に行くと。あれを何とかしてほしい。 

  といいますのは、大きなトレーラーが通るんですよと。なかなか回りにくいので渋滞し

たり、待機の車が困ってるということを地元の方がおっしゃいました。 
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  その辺については、我々、４町が合併して一番大きなメリットのあるところといいます

と、そういうところが解消されていくという大きな計画が立てられるということですね。

ですから、そういうふうに沿うたことが何か考えられておったんか。また、これから何か

あるんかということが一つ。 

  それから、もう一つは、これから新庁舎ができて、この三原川の右岸に沿った道路がま

た新しく国道からつけられると思いますが、この道路は、今、警察の前にある橋からうず

しおラインに行ってる道路も、これから向こうに行っておる右岸側手の道路が重量に耐え

られてないんですね。非常に波を打っております。 

  これは施工が悪いのか、それとも設計が悪いのかよくわかりませんが、それに比べて左

岸側手の道路は昔からありますが、ほとんどそういうことはありませんね。 

  ですから、道路をつくる場合もやっぱり、ああいう乾いた土、砂だけではとても持たな

いんだろうと思うんですね。 

  その辺も考えて、大きく新庁舎ができるときには、もっと波打ったような道路でないよ

うに、向こうもするし、こっち側もするということを考えてほしいんですけども、いかが

なんでしょうかと思います。所管にお願いしたいと。 

 

○蛭子智彦委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   まず交通路は古津路古長田線といいまして、松帆のほうから

榎列に小榎列のほうに抜けてくる道路の件なんですけども、あの道路については約３０年

前に旧町のときに施工させていただいたわけですけども、あの当時も、本来でしたら榎列

小学校のほうにつなぐ予定で当初計画しておりました。 

  その後、今の農協支所のところにとりつぐということに最終的にはなったわけですけど

も、そこから県道を経由して三原川堤防線まで抜くというような案もあったわけですけど

も、いずれにしても地元の地権者の協力が得られないということで、今のような形状で３

０年経過しております。 

  その後、この中央庁舎の計画が出てきた後に、この新庁舎への連絡道というようなこと

で、西淡地域のほうからの、今、議員さんおっしゃられておるような、通行にもうちょっ

とスムーズに大型車も含めて通れるような方法はないかということで、私どもも地元のほ

うの区長さん等に連絡をとりながら地元調整のお願いしてきたわけですけども、やっぱり、

どうしても地権者のなかなか同意が得られそうにないと。宅地も移転していただく必要も

ございますので、なかなか厳しいのかなと。 

  また、農地にしましても、三原平野の優良農地の場所でございますので、それを横断し

て行かなければならないというようなことで、これはなかなか、どこの道路でもそうです

けれども、地域なり地権者の協力が得られないとなかなか難しいのかなということでござ
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います。 

  ただ、それは継続的に私どものほうもまだ道路の計画を諦めておるわけでございません

ので、また新しい自治会長さん等に改選の時期でもございますんで、また、それぞれ協力

依頼をして進めていきたいなと考えております。 

  それと、三原川の堤防線の道路についてですけども、これは新庁舎の竣工にあわせてか、

少しおくれてかになるかもわかりませんけども、改修する予定でございます。 

  堤防線については、この三原川の堤防沿いだけではなくても、どうしてもやっぱり河川

の水位が上がりますと河床部分の吸い出し等があって、どうしても河床が傷んでくると。 

  その場所によっては強いところもございますけれども、基本的には、やっぱり堤防線の

道路というのは、どうしても結果的に波打つというようなことになってきます。 

  それの防止というか、路床改良とかいうことで今後は考えていきたいとは考えておりま

すけども、基本的にはやっぱり通常の平地の道路と違って、どうしても弱いというような

ことで御理解いただきたいなと思います。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   どことも、そういう地権者の問題で悩んでいるということはよくわか

りました。 

  といいましても、やはり、結局時間がたつほど余計に難しくなっていくということであ

りましょうから、ぜひ、馬力かけてほしいということ。 

  それから、何と申しましても、私は新庁舎、そんなん要らんと思ってあれしたんですが、

賛成が多くてできてる以上は、やはり大抵のよそから新庁舎に来て、いろいろ研修とかい

ろいろする人たちの通る道ですから、あんな、いつまでも、すぐに波打つような道路をつ

くるべきでないと思いますんで、ぜひ、その辺は心得ていただきたいなと思います。 

  終わります。 

 

○蛭子智彦委員長   ほかにございませんか。 

  廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   分庁舎の跡地利用ですね、どの程度話がまとまっているのかお尋ねし

たいと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室次長。 
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○市長公室次長（橋本浩嗣）   跡地利用につきましては、そういう作業部会をこしらえ

ております。今、管財課のほうが分科会の会長をしながら、そういう跡地利用についての

検討を始めております。 

  南淡庁舎については地元からも要望書のような形で書類が届いておりますし、三原庁舎

についても市地区を中心としたところから話も来ております。 

  緑については、もう既に、まちなか振興モデル事業で、答申というような形で市長のほ

うに報告も受けていただいております。 

  あと、西淡庁舎ですが、これについては県道拡幅の関係がありまして、なかなか話が進

んでないような状況でございます。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   あと、新庁舎が完成まで１年余りという中で、これ、いろいろ考えま

すと、やはり決まってこないと次の事業に移れないというような感じがするんですけども、

そこら、役場としてはどういうような推進の仕方してますか。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   確かに、新庁舎を進めるに当たりまして、市長公室のほ

うのエネルギーもそちらのほうにかなりとられておりました。 

  先ほど、廣内委員がおっしゃられるように、あと１年ちょっとというようなことで、こ

れから作業部会のほうでたたき台をこしらえて、また、庁内に小委員会を設けております

ので、そこで決定をいただくというような形で考えております。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   日にちがないわけなんで、各検討委員会で尻をたたいていただいて、

方向性を決めていただきたいと思うんですけども、これ、三原庁舎なんかであれば、あと

使うと、緑庁舎もそうですかね。その場合の耐震診断、耐震補強なんかの問題について何

か、その点。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   各種団体からはそういうような要望が来ておりますが、
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三原庁舎というのは市地区が中心になっております。そこらでいろんな話も出てきており

ますので、それが即各種団体の要望につながるかどうかというのはまだ決定しておりませ

ん。そこらはまた各種団体、それから市地域とも相談しながら庁内の会議の中で決定をし

ていきたいというふうに思います。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   時期的なもので言えば、決まってないとおかしいような感じがするわ

けなんですけども、各地区の委員会ですね、検討委員会の尻をたたいていただいて、なる

べく早いこと決めるような形で、方向づけをはっきりしていっていただきたいと思います。

よろしいです。 

 

○蛭子智彦委員長   ほかにございませんか。 

  副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   総務省の検討事項の中で、消防施設数についての交付税加算等々の

合併自治体の財政支援の継続というようなことがきょうの新聞に出とったわけですけれど

も、今、決まってることはどのようなことが決まっておるんでしょうか。 

 

○長船吉博副委員長   財務部次長。 

 

○財務部次長（神代充広）   新聞等でも少し報道はされておるようでございますけども、

はっきりとしたことはまだ決まってないと思います。 

  交付税に含まれておる、本庁以外の支所のほうの経費についても幾らか入ってるんです

けども、そういったことについて、合併した市町村はなかなか支所を減らすことができな

いというふうなことで、合併団体が特に要望しておるわけなんですけども、そういったこ

とも総務省の検討課題に入っております。 

  消防費についても同様のことが言えますので、そういったものについても、総務省は来

年度、交付税を若干変更するようなことは聞いておりますけども、まだ、具体的にどうい

うふうにするといったところまでは話は進んでいないというふうに思います。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 
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○蛭子智彦委員長   これは、きょうの神戸新聞の記事の中の一節なんですけれども、既

に平成１４年度から本庁舎の出先事務所である支所の数に応じて交付税を上乗せすること

が決まっていると、決まっていると書いてあるんですね。この決まった時期がいつだった

のかというのは私もよくわからないんですが、決まってると。 

  つまり、これは新年度予算編成の段階において交付税の対応があるということになると、

現在の支所、あるいは分庁舎、こういうことについての交付税の上乗せということがある

というふうに読めるわけなんですね。 

  しかし、まだ連絡がないということですか。 

 

○長船吉博副委員長   財務部次長。 

 

○財務部次長（神代充広）   具体的に計算方法はまだ決まっていないということで、総

務省の方針として支所の数を合併団体については、今、支所の数というのは１０万の標準

団体について２カ所であるわけなんですけども、合併団体については若干ふやすという方

向のようです。 

  具体的にどういうふうに計算するかということについては、来年度に入らないとわから

ないということでございます。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   ということは、当初予算じゃなくて、補正予算の対応になるという

ことですか。 

 

○長船吉博副委員長   財務部次長。 

 

○財務部次長（神代充広）   最終的に交付税、７月以降に決定いたしますので、交付税

算定ができました段階では、当然、算定結果に基づいて、毎年１２月に補正をしておりま

すので、そのときに補正をするということになろうかと思います。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   でも、平成１４年度から交付税上乗せするというというふうになっ

ておるわけですから、当然、当初予算からこれに応じた施策なりもあるのかなと。新庁舎

発足して分庁舎を廃止するという関連もあると。それから、逆に言えば市民交流センター

というものもあると。これがどういう位置づけを持たれるのか、こういうことも関連して
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くるんではないかと思うんですね。 

  市民交流センターも、そこには公民館的な機能と行政の補完的な機能というようなこと

もありますよね。ですから、この支所の概念は一体何なのか、市民交流センターというの

はどのような位置づけになっていくのか。 

  あるいは、こういう市民交流センターというのをさらに充実させるための財源措置とし

て考えられるのかどうなのか、こういったことはもうちょっと関心を持っていただいても

いいんじゃないでしょうか。 

 

○長船吉博副委員長   財務部次長。 

 

○財務部次長（神代充広）   当然、関心は持っておりますけども、まだ具体的にどうい

うふうな計算をするのか、今、議員おっしゃったようなことが果たして加算されるのか、

算入されるのかということもわかりませんので、それを見てみないとわからないというこ

とでございます。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   待っとんでなしに、問い合わせをしていって確認していったらいい

んじゃないんですか。 

 

○長船吉博副委員長   財務部次長。 

 

○財務部次長（神代充広）   交付税の制度設計自体が来年度に入らないと総務省のほう

も決定をいたしませんので、今の段階では問い合わせてもわからないということでござい

ます。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   わからないというんじゃなくて、利用したいという思いがあったほ

うがええんじゃないんですか、国に対してですよ。制度設計まだ決まっていないというこ

とであれば、確定していないということであれば、こういう住民サービスを続けていきた

いためにも、やはり、これは総務省の対応として財源措置を確保するというような意味合

いで、やはり、常にそういう要望を出していけばいい話ではないのか。あるいは、市長会

通じてでも出していけばいいんじゃないのか。 

  これは、行政サービスをさらに継続をしていく合併に伴っての行政サービスの後退がな
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いように、また、財源として確保していくということで努力をしていただきたい課題であ

ると思うんですね。 

  わからないということでなくて、むしろ求めていくという立場でやれないんでしょうか。 

 

○長船吉博副委員長   財務部次長。 

 

○財務部次長（神代充広）   今回の交付税の変更についても、当然、合併団体、あるい

は知事会、市長会からも要請をした中で総務省が変更について考えたということでござい

ます。 

  当然、そういった支所の数をふやすとか、消防費をふやすということになると、そうい

った部分のサービス、交付税がふえるわけですから、そういったサービスも若干ながら可

能になるというようなことになろうかと思います。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   ですから、そういう住民サービス、財源確保にやはり努力が必要と、

今、合併の特例措置が切れて算定がえの中で財源確保に財政当局もいろいろ苦労してると

いうことでもあれば、これは積極的にとらまえていただきたい思いがあってのことなので、

これ自身はやっぱり関心を持って取り組んでいただきたいと。 

  それと、全国的に総務省としては、消防施設のスリム化ということが言われているけれ

ども、支援策を強めると、でないと住民の安全を守る、先ほどの災害・防災の対策、洪水

のときでも出てほしいぐらいの、これ消防団の話なんですけれども、基幹的な消防施設、

あるいは消防署、広域消防、こういったところでの施設の確保であったり、人材の確保で

あったりということで、支援策を強めていただきたいというようなことも、こうした要望

の中には入っておるんでしょうか。財政からの要望としてもあるんでしょうか。 

 

○長船吉博副委員長   財務部次長。 

 

○財務部次長（神代充広）   消防費について、若干ふえるような記事があったわけなん

ですけれども、これも、要は合併団体については通常の団体よりも消防費が余計にかかる

ということを踏まえた上での措置でございますので、個別の要望というようなものについ

てはちょっと私のほうでは把握してございません。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 
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○蛭子智彦委員長   考え方として、やはり声を上げていくことで国も動いてるという印

象があるんですね、これ。総務省についても、平成の合併で誕生した自治体も新たな支援

を求めてると、市長会も通じて求めてると。それに対して、それを無視はできないという

国の動きであろうかと思うんですよ。 

  ですから、消防施設につきましても、あるいは市民交流センター、あるいは支所の継続、

こういったことは必要であるということを言えば言うほど国も動いてくるという印象があ

るんですね。 

  国の言うてくることを待っておるというんでは財源確保になっていかないんじゃないの

かと思うわけですよ。その点、やはりちょっと考え方、もう一度見つめ直していただけれ

ばというように思うんですが、これは課長に聞くよりも、副市長なり、財務部長なりの考

え方も聞いてみたいと思うんですけども、いかがですか。 

 

○長船吉博副委員長   財務部長。 

 

○財務部長（細川貴弘）   先ほど次長のほうからも説明させていただきましたけれども、

国に対しての要望につきましては、単独の市や町というよりも、知事会、市長会などから

まとめて要望していくというような形になっておりますので、どうしてもその要望する際

につきましては、最大公約数的な形になってまいります。 

  個別の問題につきましてというよりも、どこの市とか町にも共通するような問題につき

ましてまとめて要望するということで、その要望につきましては、要望する前に市長会の

関係なり、知事会の関係なりから市のほうに問い合わせがありまして、その中で市として

の要望もあげさせていただいておるということでございます。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   ですから、そういうことをあげてほしいと、市長会に対して、財政

からも必要であると、財源確保として。 

  こういうことをやってほしいということを今言っておるわけなんです。その点いかがで

すか。 

 

○長船吉博副委員長   財務部長。 

 

○財務部長（細川貴弘）   必要なものですので、それが採択される、されないは別にし

まして、必要な財源につきましては積極的に要望していきたいというように考えておりま

す。 



 

－ 52 － 

 

○蛭子智彦委員長   ほかにございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   今、財源確保の話出たんですけども、これ１２月議会のときに、いわ

ゆる税収、例え話言われたんですが、税収１億円減れば交付税算入で７,５００万円ある

んやということで、市としては２,５００万円の減で済むということで、そのときに、い

わゆる政府も新たな財源を考えてますよというような答弁あったかと思うんですが、これ

については具体的な話が出てきますか。 

 

○蛭子智彦委員長   財務部次長。 

 

○財務部次長（神代充広）   国のほうが新たな財源確保をという意味ですか。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆる、地方が財源として少なくなると、税収が減れば。その分は

国のほうで面倒見てくれるんやと、新たにそういうことを考えてるというようなことだと

思うんですけども、これについて。 

 

○蛭子智彦委員長   つまり、今まで地方税だったものが国税に変わるとか。 

 

○北村利夫委員   そこまでじゃない。 

 

○蛭子智彦委員長   そういうことじゃないんですか。 

 

○北村利夫委員   それはこれからや。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   都市部の地方の部分と地方の地方の部分、南あわじ市も

含めての話になるんですが、いわゆる消費税のアップ分に対して、それがアップ分は全て

１００％基準財政収入額に算定されるということで、余計に開きが出てくる。 

  名古屋、東京なんかの知事会それから市長会と、地方の、いわゆる先ほども出ておった

市長会等の意見の相違があるんですが、全国の市長会では地方の、いわゆるこちらのほう
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の地方の部分に財源を回すような施策を考えていただいておると、要望してそうした形の

部分を今のところ交付税でそういうふうな形をとるかとか、いろいろな部分で考えていた

だいておるという方向は出てます。 

  それに対して、東京都とか名古屋、そのあたりの都市部の部分については非常に反対を

しておるという現状かなと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   今、言われたように、いわゆる消費税、今、現行５％、そのうち１％

が地方消費税いうことで入ってきてると。 

  今度８％になれば、それが１.７％が入ってくるとなれば、純粋に考えれば、この０.

７％は地方の税収増になるわけなんですけどね。それは、そうはいかないということなん

ですよね、今の話は。 

 

○蛭子智彦委員長   財務部次長。 

 

○財務部次長（神代充広）   通常であれば０.７％地方の税収がふえて、７５％分を基

準財政収入額で見る。２５％分については市の留保財源として自由に使ってもええという

ようなことになるわけなんですけども、今回の増収分については、まだはっきりとは明示

されてませんけども、恐らく１００％算入で見てくるというふうな情報が入ってます。 

  ということで、その２５％の留保分についてはなしと、入ってきた分だけ消費税の計算

からは除外すると、そういうふうには聞いて、今の情報としてはそのほうが強いだろうと

いうことでございます。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ということは、０.７％消費税がふえると、そこについてはその分は

交付税からは抜かれるという考え方ですか。 

 

○蛭子智彦委員長   財務部次長。 

 

○財務部次長（神代充広）   そういう計算になると思います。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 
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○北村利夫委員   ということは、そこでもやっぱり新たないわゆる税収減分を補填して

もらわなやっぱりやっていけないという状況なんですよね。 

  ここで今浮上してるのが、地方税法、これは所管外になるかもわからへんねんけども、

いわゆる２法のうちの一つをその財源に充てようということなんですが、これについては

どうなんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   財務部次長。 

 

○財務部次長（神代充広）   法人市民税の話になると思うんですが、これは今、先ほど

室長が申しておりましたように、都市部に納められておる法人市民税がほとんどになると

思うんですけども、その法人市民税の一部を国税がといいますか、国の一般会計には入ら

ないようなんですけども、直接交付税特会のほうに入れて、地方に配分する交付税の財源

に充てようとするようなことになるというふうには聞いております。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆる法人２税というのは、地方税ですよね。地方税を国税にする

ということは、地方からいうたら、これがクエスチョンやというふうに思うんですけども、

これについての考え方どうなんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   今も法人県民税の部分の一部について、東京都なんかの

大きいところから吸い上げて、全て吸い上げてるんですけども、吸い上げて配分をしてお

るというのが、去年度からやってるように思いますんで、それも国のほうで決めれば、そ

ういうことが可能なんかなというふうに思います。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   国のほうで決めれば可能なんやけども、これ、地方分権の議論からい

けば逆行してるというふうに思うんですが、いかがですか。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   全くそのとおりかと思います。 
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  自動車取得税、それから軽自動車税の増税とか、いろいろ、今、議論されてますが、全

くおっしゃるとおり、地方は地方の税金ですんで、そこらをきっちりとというところなん

ですが、やはり都市部の地方と、地方の地方が余りにも一つの制度でいけば格差が出てく

るというところで、今、苦肉の施策としてやられているように理解しております。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   確かに地方からいいますと、いわゆる交付税受けてないところについ

ては税収分全部相当になってしまうという部分があると思うんだよね。 

  そやから、先ほど室長言われたように東京や名古屋やあっちのほうではこの部分につい

ては反対やと、よくわかりますよね。 

  ただ、我々の市としては、もちろん吸い上げてできるだけ税収の減の分は補うてもらい

たいということなんで、これ、やっぱり強く要望していくべきやというふうに思います。 

  以上で終わっておきます。 

 

○蛭子智彦委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   なければ、１０項目についての所管事務調査については、これで終

結をしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   これで１０項目については終わります。 

  次は、新庁舎の進捗状況ということで、休憩を挟んでしたいと思いますので、暫時休憩

とさせていただくんですが、何か、執行部から報告事項ございましたらどうぞ。 

  報告事項ございませんか。 

  なければ、暫時休憩いたします。 

  再開は、１時５５分からということにさせていただきます。 

 

（休憩 午後 １時４５分） 

 

（再開 午後 １時５５分） 
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○蛭子智彦委員長   再開いたします。 

  それでは、時間になりましたので、重点調査としまして、新庁舎の進捗状況について委

員会での調査活動を行いたいと思います。 

  質疑ございませんか。 

  砂田委員。 

 

○砂田杲洋委員   この不適合土壌というのは、当初、何千立方メートルと言うたんかな。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   ２,２３６立方メートルです。 

 

○蛭子智彦委員長   砂田委員。 

 

○砂田杲洋委員   ２,２３６立方メートルだったわけ。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   はい、そうです。 

 

○蛭子智彦委員長   砂田委員。 

 

○砂田杲洋委員   それで、約７,０００万円の予算やったんかな。 

 

○蛭子智彦委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   現在までの大体の出来高、わかりますか。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   先週の木曜日に工程会議の総合定例というのを月１回開

催しております。 

  そこで、１２月末現在の出来高が、計画に対して３％です。 

  以上です。 
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○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   実施工程に対しまして、今の状況はどないなってますか。実施工程ど

おり進んでおりますか。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   今申しましたように３％ですので、計画どおりでござい

ます。もう少し、時期が過ぎてくれば、ふえたり減ったりする要因があろうかと思います

が、現在の工種としてはほとんどが土工事でございますので、計画どおりでございます。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   設計監理の状態は常駐監理があれだと思うんですけども、まだ基礎の

状態ですんで、断片的にしかしょうがないとは思うんですけども、行く行くはやはり常駐

監理みたいな形になるんでしょうか。 

 

○蛭子智彦委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   監理につきましては、ＪＶを組んでおります。地元の設

計士さん２社入っております。どちらかがほぼ常駐のような状態になっております。 

  建築だけでなしに、外構等もございます。今、外構なんかでしたら隣接の地権者の方と

の丁張り確認等がございますので、市役所、監理ＪＶ、施工業者というようなことで、か

なり出てきてもらっております。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   この写真の説明を資料として出していただいておるんですが、これ

の説明をちょっといただけますでしょうか。 

 

○長船吉博副委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   まず、この法律の趣旨からいいまして、不適合土壌の非

拡散ということがございます。 
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  そういったことで、現場で、もう御存じだと思いますが、ブルーシートで囲って１月１

４日から搬出が始まっております。 

  鉄板を敷いて、それでバックホウで積み込みをしてシートを運転手がここで、高速道路

を利用しますので、飛散しないようにシートをかけます。 

  ２ページ目、ちょっとここら、ちゃんと２ページ目の真ん中、３２７３という番号のも

のが最終的に尼崎の処分場に行ってるかというようなことで、こういう数字もとっておき

なさいというようなことでございます。 

  ３ページについては、これが処分場で、上のほうが重さをはかる、通称カンカンという

もので、これではかって、処分場でダンプをあけて、最終、またダンプのカンカンをして

積載土量のトン数を計測するというような形になります。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   この作業は雨天の場合は中止をするんですか。 

 

○長船吉博副委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   昨日も工程会議がありまして、その辺は確認をしており

ます。雨天の場合は中止というような形になります。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   そうしますと、最終的に今の当初で順調にいったとして、処分搬出

が終わるのはいつになるんでしょうか。 

 

○長船吉博副委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   きのうの話では３月の上旬ぐらい、先ほども申しました

ように天気の関係もございますが、３月の上旬ぐらいかなというふうに思います。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   これについては、地元の自治会なり、あるいは地域住民なりからの

クレームといいますか、苦情とか、こういったものは当然、現状ではないですね。 

 



 

－ 59 － 

○長船吉博副委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   はい、ございません。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   できれば、現場見てみたいという思いがあったわけですが、それは

ちょっと認められないというか、工事工程上、ちょっと危ないとかいろいろあったわけで

すけども、見ることはできないんですか。 

 

○長船吉博副委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   事務局のほうから、そういうようにお伺いしておりまし

たので、工程会議の中でその辺のお話はさせてもらっております。 

  直接私が事務局に行ったんではなかったんですが、今現在、先ほど言いましたように土

工事で掘削、バックホウ０.７９が２台でほとんど土砂の搬出、ダンプを見ていただくと

いうようなところでございますので、ほ場整備のような感じも否めません。 

  この庁舎の特徴であります免震装置、それからロングスパンを可能にしたということで、

桁の緊張締めがございますので、そこらのトピック的なところを見ていただくほうが議員

の先生方にはいいのかなというふうなことで、その辺は案内はしております。 

  免震については、３月ごろになりますので、そういう御要望をいただいておりましたし、

関心事も高いようでございますので、その辺はまた事務局と日程といいますか、そんなん

も調整をせないかんのかなというような気持ちでおりますし、業者、それから監理ＪＶに

は伝えております。 

 

○長船吉博副委員長   委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   ということは、きょうの段階では現場は入れないけれども、一定の

日程調整をして見に行くことは可能であるということですか。 

 

○長船吉博副委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   可能であると思いますし、そのように、発注者として要

望はしております。 
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○蛭子智彦委員長   ほかに、もしなければ、またこの件については、後日、委員の皆さ

んとも相談した上で現地調査ということをしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   他に、この新庁舎建設の進捗状況について、これ以外の点について

も質疑していただいても結構ですので、何か思うところ、質疑したい点があれば遠慮なく

していただければというように思います。いかがでしょうか。 

  ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   それでは、ないようですので、今回についてはこれで十分な説明を

受けたということで了解したいと思います。 

  どうもありがとうございました。 

  それでは、説明員の皆さんには御退席いただくということで、暫時休憩をします。 

 

（休憩 午後 ２時０５分） 

 

（再開 午後 ２時０８分） 

 

○蛭子智彦委員長   再開いたします。 

  残っていただきましたのは、閉会中の調査事項ということで、きょうは１０項目のうち

の一つ、重点調査ということで捉えて行いました。 

  今後において、委員会の調査活動ということなんですけれども、このそれぞれの調査事

項について質疑をするということではあるんですが、さらに委員会としての任務といいま

すか、やはり責務としては実態の確認だけではなくて、これを捉えると、捉えた上で状況

になってるということの分析をはかり、解決策までも議論もしていく、また質疑、そうい

うことにつながるような質疑も行うというようなことをした場合に、一定、重点調査項目

などを決めてやっていくというようなことも必要でないかというような思いしとるわけな

んです。 

  定例会中は別にしまして、毎月１回、もしくは、必要であれば２回というようなことも

含めまして、さらに活発な委員会の調査活動を行うというふうにしていきたいというふう

に思っておるわけですけれども、委員の皆さんの御意見をお伺いしたいというふうに思い

ます。いかがでしょうか。 
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  これまで重点調査ということでやってきたような経過もあるかに思うんですけども。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   どうしても委員長、副委員長の方針に従っていくというところがあり

まして、本当に言いにくいんですが、重点的といいましても、問題点がどういうふうに移

るかということもありますんで、このたびのあれは、例えば１番と２番だとかいうような

形で示しておいていただくぐらいしか、やはり、この１０項目全部を含めたことになると

思うんですよね。 

  委員長、副委員長のほうで、そういう何か計画的なものを持っておったらお聞きしたい

と思いますし、なければ、我々はその方針に従っていきますよという立場になります。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   きょうなんかは、むしろ庁舎問題よりも防災問題が重点調査みたい

になってしまったんですね。 

 

○登里伸一委員   きょうはね、１月１７日だったから。 

 

○蛭子智彦委員長   本来やったら、むしろそっちのほうに重点置いて調査やったほうが

よかったんかなと、今ちょっと反省をしておるんですけどね。 

 

○長船吉博副委員長   本来、やっぱり、これ１月、２月やら、もう大体、施政方針にの

っとって事業がほぼ終わるころよの。その進捗状況を追及していくというふうな、やっぱ

り大事な時期かもわからんな。 

 

○蛭子智彦委員長   決算の前にね。 

 

○長船吉博副委員長   施政方針で、各事業の。 

 

○廣内孝次委員   新庁舎の問題に関しては、やはり資料を、工程表ぐらいが、簡単もの

で説明していただいていくというような形をとるほうが割と皆つかみやすいん違うかな。 

  聞いただけでは、工程どおりいってます言われたらそれで終わりやから。 

 

○蛭子智彦委員長   ということは、もう一度新庁舎の進捗状況について、どこかの時点

で、例えば現場に入るということもあるんで、そのときに再度重点調査ということでやる

と。 



 

－ 62 － 

 

○廣内孝次委員   進捗状況がわかるように。 

 

○蛭子智彦委員長   もうちょっとね。 

 

○廣内孝次委員   実際がわかるように、詳しいもんでのうていいんです。 

 

○蛭子智彦委員長   そしたら、どうしましょうかね。 

  見たときに、行財政計画、あるいは総合的企画というのが割と、どない言うたらええの

か、行財政計画、相当数字的な話やね、これ。相当深いものですよね。 

  ですから、１から３ぐらいまでを一括りにして、これはこれでまた計画ですから、予算

の話にもなってくるんかな。 

  予算委員会があって、そこで十分議論されるんですけども、これ一括りと。 

  それから、消防防災対策は、これは一つ重点を置いても相当深いいろいろな議論がある

んかなというふうに思うんですね。 

  あと、情報化とか離島振興、国際交流というようなことは、これも一括りぐらいでもい

いのかなと思いますね。 

  都市整備、下水道ということも、これも関連も深いので、これも一括りぐらいと。 

  こんな分け方をして、一定の集中審査ということで、今後このくくり方の議論を深めて

いくと。 

  そして、もう一つは、やはり新庁舎の問題ですね。これについては、やはり一、二回は

現地調査も含めてやるというようにして、あと５、６、７、１０というぐらいの括りでや

っていくような格好でとりあえず当面は進めていくということでよろしいですか、前半部

分は。 

 

○登里伸一委員   そないせなんだら、最後、委員会の報告せんなん。 

 

○蛭子智彦委員長   そうですね。 

  今後においてはそういう進め方をしまして、２月のところでは決算に向かうところの市

の総合的企画や、調整、行財政計画、こういう点について、予算も含めて進捗状況なり、

到達点なりということを次回、２月の委員会では深めるということにさせていただくと。 

  順次、やっていくんですけども、工程の進みぐあいによりますけれども、３月は一応定

例会もあるんで、４月の段階、もしくは３月定例会終わった段階で、状況に応じた新庁舎

の建設進捗状況についての集中審査ということで考えさせてもらうと、それでよろしいで

すかね。 



 

－ 63 － 

 

○登里伸一委員   ２月は。 

 

○蛭子智彦委員長   ２月は、１、２、３ですね。これの全般的に年度終わりになってく

るので、市が考えていきたいこと、それは予算書もよう見てもらって、よう勉強してもら

って質問を準備していただければというように思います。 

  あと、ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   そしたら、なければ次行ってよろしいですかね。 

  そしたら、その他の事項になろうかと思うんですけれども、きょうのマイクロバスの配

車表というのが載せてあります。 

  ちょっとおくれました、森上委員、きょう１９周年ということで、震災で亡くなられた

方の追悼があるということで早退されておられます。 

  きょうの配車表ですね、ここに今、お配りしてあるんですけど、これでよろしいですか。 

 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   それでは、以上で、私のほうからは。 

  事務局、何かございますか。 

  ないですか。 

  なければ、委員会を閉じたいと思います。 

  どうも皆さん、きょうは熱心な議論いただきましてありがとうございました。また、今

後ともよろしくお願いいたします。 

 

（閉会 午後 ２時１８分） 
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